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じ

め

そ
れ
と
と
も
に
水
利
を
め
ぐ
る
祉
曾
的
諸
闘
係
が
嬰
化
し
た
こ
と
は
、
既
に
多
く
の

明
代
後
期
、
江
南
農
村
の
土
地
所
有
構
造
が
襲
化
し
、

①
 

研
究
が
指
摘
し
て
来
た
。

一
般
に
用
水
の
不
足
よ
り
は
積
水
の
滞
留
、

国
土
損
壊
が
頻
繁
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
の
地
域
で
は
、
史
料
に
現
わ
れ

②
 

い
わ
ゆ
る
狭
義
の
潅
瓶
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
帰
さ
れ
ず
、

る
水
利
の
記
述
は
、

排
水
か
若
し
く
は
水
利
工
事
(
し
ば
し
ば
溶
築
・
修
溶
と
線
稼

さ
れ
る
)
を
め
ぐ
っ
て
帰
さ
れ
る
の
が
恒
で
あ
る
。
従
っ
て
嘗
時
の
こ
の
地
域
の
水
利
慣
行
、
及
び
そ
の
費
動
の
遁
究
も
、
こ
の
二
貼
に
つ
い
て

し
か
行
え
な
い
が
、

そ
こ
に
は
、
明
代
前
半
の
田
頭
制
・
里
甲
制
か
ら
、
明
末
以
降
の
照
田
波
役
制
へ
と
い
う
境
運
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
饗

化
は
、

郷
紳
地
主
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
出
現
と
い
う
土
地
所
有
構
造
の
饗
化
と
直
接
に
照
醸
し
て
い
た
。

明
代
前
半
の
江
南
で
は
、
在
村
の
手
作
地
主
層
が
贋
汎
に
存
在
し
、

か
か
る
郷
居
地
主
層
の
農
民
・
農
村
支
配
と
相
互
補
完
的
に
里
甲
制
が



成
立
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
溶
築
の
督
率
は
、
里
甲
制
径
役
睦
系
に
属
す
る
諸
役
|
|
糧
長
・
塘
長
・
里
長
・
里
老
人
な
ど
|
|
の
任
.
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
の
が
右
の
郷
居
地
主
層
で
あ
っ
た
。
幹
河
の
工
事
の
努
働
力
は
、
北
宋
の
菰
仲
滝
以
来
の
賑
済
を
粂

ね
て
飢
民
が
動
員
さ
れ
る
方
法
も
残
っ
て
い
た
が
、
多
く
は
里
甲
の
徳
役
と
し
て
農
民
が
動
員
さ
れ
た
。
前
者
の
賑
飢
の
場
合
で
も
飢
民
の
動

③

@
 

員
が
里
甲
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
在
来
の
慣
行
を
も
と
に
成
文
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
弘
治
年
聞
の
「
修
築
坪

坦
事
宜
」
は
、
呼
岸
の
修
築
の
組
織
に
里
甲
を
用
い
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

一
方
で
坪
岸
の
修
理
や
小
規
模
な

ク
リ
ー
ク
の
溶
治
の
負
携

は
、
そ
れ
に
接
す
る
国
土
の
所
有
者
が
、
そ
の
接
す
る
部
分
(
田
頭
)
に
つ
い
て
負
櫓
す
る
と
い
う
、
。
田
頭
制
e

と
も
呼
ぶ
べ
き
慣
行
が
存
在

⑤
 

し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
郷
居
地
主
の
水
利
支
配
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
里
甲
制
・
田
頭
制
は
、
郷
居
地
主
の
一
般
的
な
混
落
と
と
も
に
、
機
能
を
衰
退
・
停
止
さ
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
に
代
っ
て
設

定
さ
れ
た
慣
行
が
、
一
律
に
所
有
国
土
の
面
積
に
比
例
し
て
負
捨
を
所
有
者
に
賦
課
す
る
照
田
波
役
制
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
郷
居
地
主
層

の
涯
落
と
と
も
に
出
現
し
た
地
主
は
、
城
居
・
非
直
営
の
郷
紳
地
主
で
あ
っ
た
が
、

身
分
に
伴
う
菟
役
特
権

(
優
副
知
〉
と
い
う
経
済
外
的
契
機
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
土
地
集
積
は
買
置
・
典
得
の
外
に
、

官
僚
〈
郷
紳
〉
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こ
の
照
田
波
役
法
は
、

右
の
よ
う
な
郷

紳
的
土
地
所
有
の
展
開
を
前
に
、
そ
の
貧
款
を
期
す
る
限
り
、
次
の
二
つ
の
原
則
に
連
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
、
賦
課
を
負
捲
す
る
国
土
を
最
大
限
に
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
優
菟
制
限
は
照
田
波
役
と
と
も
に
、
均
田
均
役
法
の
骨
格
を
成
す
も

@
 

の
で
あ
り
、
そ
の
黙
で
明
末
の
水
利
改
革
も
均
回
均
役
の
一
環
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
黙
が
本
稿
で
検
討
を
加
え
る
業
食
佃

一
つ
は
、
優
兎
を
制
限
・
底
止

カ
慣
行
の
設
定
で
あ
る
。
優
兎
を
制
限
・
贋
止
し
た
上
で
所
有
面
積
に
比
例
し
て
溶
築
の
第
働
を
賦
課
し
た
と
し
て
も
、
多
く
の
地
主
は
農
業

組
経
白
か
ら
遊
離
し
て
城
居
化
し
て
お
り
、
提
供
す
べ
き
傍
働
力
を
直
接
に
は
保
有
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
生
の
州
労
働
力
は
佃
戸
を
以
て

こ
れ
に
嘗
て
る
〈
佃
カ
)
こ
と
に
し
て
地
主
が
工
食
を
提
供
す
る
(
業
食
〉
方
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
知
見
を
基

礎
に
、
明
代
前
期
の
水
利
に
つ
レ
て
若
干
の
補
足
を
加
え
た
上
で
、
特
に
業
食
佃
カ
の
形
成
・
手
績
き
・
意
義
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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郷
居
地
主
の
水
利
支
配

郷
居
地
主
の
水
利
支
配
・
負
措
に
闘
し
て
、

筆
者
は
奮
稿
瑳
表
の
後
に
、

い
く
ら
か
の
注
目
す
べ
き
史
料
を
遇
目
し
た
。

こ
れ
ら
を
も
と

に
、
特
に
付
田
頭
制
、
伺
ク
リ
ー
ク
の
所
有
、
骨
排
水

・
溶
築
督
率
の
三
黙
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

田
頭
制
に
つ
い
て
、

⑦
 

(『
祈
西
水
利
害
』
所
牧
)
で
あ
り
、
少
く

←i 

か
つ
て
筆
者
が
提
示
し
得
た
最
古
の
史
料
は
、
金
藻
の
「
三
江
水
準
或
問
」

と
も
明
代
に
お
い
て
は
、
第
働
の
負
措
原
則
に
つ
い
て
述
べ
た
史
料
は
、
こ
れ
以
前
の
も
の
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
糊
っ
て
宋
元
時

⑥
 

周
藤
吉
之
氏
は
郷
原
践
例
と
し
て
業
食
佃
力
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
池
濃
勝
利
氏
に
到
る
と
、

郷
原
帥
恒
例
ハ
郷

代
に
到
れ
ば
、

村
の
祉
曾
的
償
例
)
と
し
て
の
照
田
出
資

・
業
食
佃
力
慣
行
が
制
度
的
に
も
確
た
る
も
の
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
佃
戸
へ
の
米
・
銭
支
給
は
そ

⑨
 

の
家
計
補
助
の
意
味
を
持
つ
が
故
に
、
佃
戸
は
自
由
意
志
で
鉱
労
働
を
提
供
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
筆
者
の
見
る
限
り
、
宋
元
時
代
の
照
田
出
資
・
業
食
佃
カ
は
全
て
が
官
の
指
示
若
し
く
は
提
議

・
議
論
に
の
み
登
場
し
、
郷
村
の
慣
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行
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
は
誼
み
と
れ
な
い
の
で
あ
る
。
池
濃
氏
の
提
示
史
料
の
う
ち
、
江
南
園
田
地
幣
に
於
け
る
照
回
出
資
が
確
寅
に
論

及
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
①
乾
遁
年
聞
の
李
結
の
提
議
会
一
七
J
八
頁)、

②
紹
興
年
間
陳
正
の
上
一
吉ベ

③

(
照
寧
年
開
)
郎
宣
の
上
言
(
一
三

賀
)、

④
同
じ
く
呂
恵
卿
の
上
言
合
二
よ
一
頁
)
、
⑤
嘉
定
年
間
岳
珂
の
現
朕
記
述
(
三
五
頁
)
の
五
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
①
②
は
提
議
・
指
示
で
あ

る
。
③
は
郷
村
の
慣
行
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
記
事
で
あ
り
、

④
⑤
は
官
の
指
示
が
行
い
得
な
い
こ
と
を
説
く
史
料
で
あ
り
、

ぃ
。
に
も
拘
ら
ず
郷
村
慣
行
設
が
主
張
さ
れ
る
唯
一
の
根
擦
は
①
の
「
郷
原
(
櫨
例
と
な
る
字
句
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
郷
村
の

⑬

〔補
注
)

慣
行
と
解
す
る
通
設
に
は
、
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
官
の
指
示
が
ど
の
程
度
に
質
現
す
る
も
の
か
、
そ
れ
は
右
の
③
J
⑤
に
如
賓
に
一が
さ

逆
で
は
な

れ
て
い
る
が
、
明
代
後
期
の
多
く
の
事
例
で
も
、

上
官
の
指
令
が
明
確
に
照
田
波
役
を
一万
し
な
が
ら
、

質
際
に
碑
記
や
報
告
で
確
認
す
る
と
全

⑪
 

そ
の
定
着
ま
で
殆
ど
一
世
紀
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
右
の
①
一
②
の
程
度
の
指
示

・

く
質
施
さ
れ
な
い
例
が
多
く
、



提
言
を
以
て
、
郷
村
の
慣
行
の
確
た
る
存
在
を
想
像
す
る
こ
と
は
筆
者
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
、
筆
者
は
、
田
頭
制
的
朕
況
の

存
在
を
示
唆
す
る
次
の
沼
成
大
の
現
朕
記
述
・
提
言
に
注
目
す
る
。

築
提
、
嘗
以
遁
湖
濃
慮
矯
念
。
至
於
夫
力
、
則
同
頃
共
利
用
不
殊
。
如

一
頃
之
回
、
南
高
而
北
下
、
水
必
先
北
白
入
。
其
中
央
興
三
面
之

一
二
日
間
、
全
頃
皆
況
。
今
嘗
先
築
北
陸
、
北
漫
有
国
之
人
、
固
嘗
悉
力
、
三

回
、
難
有
異
岸
、
僅
如
門
戸
、
不
能
禦
浪
、
漸
次
呑
蝕
、

法
衆
戸
、
亦
合
併
工
同
作
。
:
:
:
(
『
漸
西
水
利
書
』
宋
書
、
「
泡
文
穆
公
水
利
圃
序
」
)

こ
の
引
用
部
分
よ
り
少
し
前
の
、
佃
戸
に
よ
る
細
々
と
し
た
径
謄
修
復
作
業
の
記
事
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
ま
だ
何
人

も
取
上
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
沼
成
大
は
園
岸
の
修
築
を
全
好
の
人
の
共
同
で
行
う
こ
と
を
設
く
が
、
明
ら
か
に
こ
の
主
張
の
前

提
は
、
修
築
が
そ
の
修
築
個
所
に
接
す
る
回
土
の
所
有
者
に
よ
っ
て
の
み
矯
さ
れ
て
い
る
現
賓
で
あ
る
。
た
と
え
官
の
説
示
に
嘗
震
と
し
て
の

@
 

照
回
出
資
が
見
ら
れ
よ
う
と
も
、
在
地
の
現
寅
を
示
す
史
料
に
は
逆
の
獄
況
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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従
来
、
華
中
南
に
つ
い
て
、
水
利
施
設
・
用
水
の
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
阪
塘
〈
た
め
池
)
濯
瓶
地
帯
に
閲
し
て
は
い
く
つ
か
の
研
究

⑬
 

が
属
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
水
の
過
剰
こ
そ
頻
繁
に
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
用
水
の
不
足
は
相
射
的
に
問
題
と
な
ら
ぬ
こ
の
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
ク

リ
ー
ク
の
所
有
は
従
来
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
ず
、
漠
然
と
共
有
で
あ
る
か
の
如
く
に
考
え
ら
れ
て
来
た
(
史
料
に
は
、
豪
強
の
タ
域
占
e
u
H
非
合
法

⑬
 

的
占
有
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
促
進
し
た
)
。
し
か
し
、
次
の
史
料
は
、
ク
リ
ー
ク
の
私
人
に
よ
る
合
法
的
所
有
が
明

支
大
輪
『
支
華
卒
集
』
辺
所
牧
の
、

仁)代
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

長
文
で
あ
る
が
、

「
放
生
河
約
読
」
を
紹
介
し
よ
う
(
番
続
・
傍
線

は
筆
者
に
よ
る
)
。

:
:
:
偲
樟
氏
放
生
之
例
、
歳
市
生
魚
数
十
尾
、
舎
之
以
責
冥
一
帽
。
長
就
不
映
照
嘗
之
業
瀕
涯
諸
所
、
震
放
生
河
。
九
網
告
・
政
魚

・
鶴
鵜

諸
械
、
絶
不
得
入
。
圏
第
約
、
以
誌
諸
衆
。
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①
本
家
西
河
。
名
緑
渓
、
南
至
郡
浜
、
北
至
秋
浬
涯
。
南
牢
業
停
自
父
、
北
中
十
乃
債
買
王
氏
者
、
歳
職
税
子
華
亭
豚
。
雨
涯
業
主
、

不
得
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侵
越
。

②
玉
洪
浬
。
横
目
一
至
水
堰
浜
、
嘗
皆
属
我
。
内
水
堰
浜
東
五
丈
許
、
陸
氏
意
欲
有
之
。
但
鴎
潟
潜
行
水
底
、
似
難
分
界
。
必
不
可
容
其
諸

網
苦
、
聴
沼
北
涯
牢
港
釣
取
、
何
不
得
紹
流
而
漁
、
多
傷
物
命
。

③
黄
狗
浬
。
一
路
南
涯
国
土
、
属
我
者
十
之
七
。
但
顧
門
我
母
族
也
。
其
忍
較
此
尺
寸
。

倒
諸
弟
姪
能
揖
心
庚
愛
、
尤
所
深
願
。
吾
家
諸

僕
、
不
得
有
言
。

④
南
自
閣
観
音
橋
、
道
北
至
苓
後
、
劃
淵

・
調
{劇
風
諸
水

・
回
倶
廃
我
。
不
許
侵
越
。

⑤
東
養
民
浬
。
南
自
翰
林
公
埜
側
、
北
至
王
巷
港
口
、
困
層
我
者
十
之
六
、

割
、
放
割
東
以
易
西
耳
。
今
梢
聞
、
塘
湾
時
有
侵
秩
。
恐
須
寛
従
初
議
。
如
何
。
如
何
。

⑥
施
家
港
。
東
農
斜
塘
周
遭
三
里
許
。
向
令
饗
僕
管
理
放
生
。
近
有
強
硬
、
時
復
籍
取
。
須
立
石
碑
、
以
垂
永
久
。

⑦
寧
園
公
新
埜
前
。
横
旦
里
許
。
近
日
大
(
六
?
)
房
諸
姪
、
歳
亦
取
魚
。
第
此
河
窄
水
洩
、
魚
所
不
索
、
不
若
己
之
。
凡
漁
戸
最
善
、

盗
魚
十
必
取
五
、
其
所
田打
者
仰
索
中
十
債
。
是
十
而
去
八
也
。
所
捕
者
十
、
而
所
利
者
二
。
偶
有
果
報
主
者
、
戸
之
。
哲
士
嘗
有
決
揮
。

右
所
約
者
、
特
矯
魚
乞
命
耳
。
非
若
世
俗
斤
斤
争
水
利
者
。
若
掛
泥
糞
田
農
家
本
務
、
悉
聴
租
戸
自
便
。

水
利
久
己
開
我
。

比
因
六
房
二
姪
有
塘
湾
数
丈、

不
便
分
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既
約
之
後
、
有
不
惜
生
命
、

不
信
良
吾
一
ベ
侵
彊
訴
盗
者
、
使
無
移
浪
子
家
。
皇
天
后
土
、

四
郷
地
主
正
之
。

ま
ず
前
文
で
は
、

「
不
腕
照
嘗
之
業
」
つ
ま
り
族
産
に
接
す
る
ク
リ
ー
ク
を
放
生
河
と
定
め
、

一
切
の
漁
携
行
震
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
行
震
は
、
首
該
ク
リ
ー
ク
に
劃
す
る
何
ら
か
の
権
利
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
本
文
・
後
文
の
記
述
か

ら
し
て
充
分
に
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
各
僚
の
ク
リ
ー
ク
は
明
ら
か
に
支
氏
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
①
に
よ
れ
ば
そ
の
税
が
華
亭

鯨
に
納
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
所
有
は
合
法
的
な
も
の
で
あ
っ
た
(
な
お
、
嘉
善
の
支
氏
が
筆
亭
の
ク
リ
ー
ク
を
所
有
し
て
い
る
の
で
み
の
り
、
そ
の
た
め

特
に
納
税
が
筆
亭
燃
に
つ
い
て
の
み
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
他
の
ク
リ
ー
ク
も
税
を
嘉
義
国
際
刊
に
納
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
)
。

相
績
も
さ
れ
れ
ば
、
貰
買
も
さ
る
こ
と
(
償
買
と
あ
る
か
ら
、

奥
買
も
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
)
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
①
で
は
、

前
文
の

4

瀕
崖
諸
所
(
の
ク

ク
リ
ー
ク
が



リ
ー
ク

Y
と
云
う
表
現
は
、
所
有
権
が
国
土
所
有
を
基
礎
に
そ
の
田
土
に
接
す
る
ク
リ
ー
ク
に
つ
い
て
成
立
し
た
か
に
見
え
る
が
、
①
の
。
雨

崖
の
業
主
は
侵
越
す
る
を
得
ず
。
と
の
規
定
、
③
の
南
岸
の
田
土
の
う
ち
支
氏
は
七
割
し
か
所
有
し
て
い
な
い
朕
況
、
⑤
の

4

水
利
は
己
に
久

し
く
我
に
揮
す
。
が
、
国
土
は
六
割
し
か
所
有
し
て
い
な
い
朕
況
等
は
、
ク
リ
ー
ク
の
所
有
権
が
田
土
所
有
に
基
因
・
従
属
す
る
も
の
で
は
無

く
、
濁
立
の
物
権
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

こ
れ
ら
支
氏
の
族
産
た
る
ク
リ
ー
ク
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
擢
利
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、

ま
ず
第

族に
人漁
と業
漁樺
戸⑮で
とあ
のる
開
に放
分生
盆河
的に
なよ

る
禁
漁
自
鐙
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
⑦
の
無
名
の
ク
リ
ー
ク
(
長
さ
七
百
米
ば
か
り
〉
に
お
い
て
、

租
佃
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
二
に
、
河
泥
(
お
そ
ら
く
は
水
草
も
〉
の
利
用
擢
で
あ
る
。

て
い
た
支
氏
の
場
合
、
昔
日
の
直
営
は
放
棄
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
河
泥
の
直
接
利
用
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
。
租
戸
の
自
便
に

ゆ
る

聴
さ
e

(

後
文
)
れ
て
い
る
が
、
「
轄
す
」
と
い
う
表
現
、
及
び
。
租
戸
。
に
の
み
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
支
氏
の
権
利
の
存
在
を
示
す
も

用
水
そ
の
も
の
の
所
有
・
利
用
を
め
ぐ
る
、

楓
浬
鎮
の
城
居
地
主
と
化
し

の
で
あ
る
。

第
三
に
は
、

狭
義
の
水
利
権
が
問
題
と
な
る
。

河
泥
の
場
合
と
同
様
に
、
直
営
を
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放
棄
し
た
地
主
に
と
っ
て
用
水
の
確
保
(
江
南
で
は
他
の
地
域
と
異
っ
て
、
元
来
そ
の
重
要
度
は
低
い
〉
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら

利
は
久
し
く
己
に
我
に
蹄
す
e

と
の
文
言
と
品
兼
ね
考
え
る
と
、

れ
、
擢
利
の
主
張
を
一
切
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
後
文
に
世
間
一
般
の
。
斤
斤
と
し
て
水
利
を
争
う
φ

例
の
存
在
が
述
べ
ら
れ
、
⑤
の
。
水

か
つ
て
は
支
氏
の
有
す
る
排
他
的
な
水
利
穫
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

、、‘。

L
カと

こ
ろ
で
支
氏
の
居
住
地
を
明
示
す
る
史
料
は
無
い
が
、
大
論
や
曾
祖
父
(
立
)
・
子
孫
に
闘
す
る
記
述
が
宣
統
『
楓
涯
小
志
』
に
い
く
つ
か

見
え
、
嘉
善
・
華
亭
雨
豚
に
跨
る
楓
連
鎖
に
居
住
し
て
い
た
ら
し
い
。
①
か
ら
も
、
そ
の
住
居
が
、
ほ
と
ん
ど
華
亭
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
光
緒
『
嘉
善
勝
志
』
の
大
輪
の
高
祖
父
茂
か
ら
、
六
代
の
孫
江
に
到
る
支
氏
一
族
の
多
数
の
所
俸
に
よ
る
と
、
茂
は
膏
更
で
あ
っ
た

む
と
い
り

が
昇
進
し
て
築
安
牒
丞
と
な
っ
た
(
同
志
幻
行
誼
)
。
但
し
嘉
輿
府
城
に
居
り
、
そ
の
子
立
が
「
王
稽
の
溶
氏
に
賛
し
て
'
」
嘉
善
厭
人
と
な
る
。

立
は
正
統
年
聞
に
拳
人
を
以
て
翰
林
院
孔
目
と
な
っ
た
〈
同
志
斜
文
苑
)
。
史
料
⑤
の
「
翰
林
公
の
壁
」
と
は
、
こ
の
支
立
の
墓
と
い
う
こ
と
に

123 



124 

な
る
が
、
そ
れ
は
嘉
善
牒
の
「
奉
四
南
区
宙
字
坪
」
に
存
在
す
る
(
同
志
4
塚
墓
)
。

同
志
3
村
荘
の
思
四
匿
と
膏
五
匿
に
在
る

「
王
家
稽
」
の
何
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
輪
、
及
び
そ
の
子
如
玉
(
寓
麿
二
十
八
年
摩
人
。
刑
部
主
事
に
至
る
。
同
志
印
宣
業
〉
の
墓
は
膏
五
匡

に
あ
り
(
同
志
4
塚墓)、

「
王
幣
」
は

つ
ま
り

⑮
 

支
立
の
代
に
は
郷
居
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
大
倫
の
父
の
代
ま
で
直
営
し
て
い
た
こ
と
が
小
山
正
明
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

か
つ
奉
四
南
区
と
脅
五
匿
は
郷
接
し
て
、
鯨
南
部
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
忍
円
五
匿
の
王
家
帯
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
官
途
に
就
き
つ
つ
、
郷
居
し
て
直
営
を
維
持
す
る
事
例
は
明
代
中
期
ま
で
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
明
代
後
期
に
到
る
と
ほ
と
ん
ど
稀
に

る
。
立
か
ら
大
輪
ま
で
に
は
、

の
名
が
見
え
る
が
、
支
氏
が
城
居
し
た
明
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
「
放
生
河
約
説
」
を
作
っ
た
時
黙
で
は
、
こ
れ
ら
ク
リ

支
氏
も
大
論
(
高
暦
二
年
進
士
。
奉
新
知
豚
に
至
る
。
同
志
日
宣
業
)
以
降
は
楓
連
鎖
に
城
居
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ

立
の
子
高
(
貫
生
、
輿
摘
円
前
肺
患
十
数
議
。
同
志
日
宣
業
)
及
び
孫
職
(
貢
生
、
汝
鐙
T

府
撃
訓
導
。
同
志
引
の
文
苑
、
附
立
博
)

な
っ
て
来
る
。

ー
グ
の
用
盆
の
直
接
の
利
用
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
こ
と
は
、
右
の
ク
リ
ー
ク
の
所
在
の
散
布
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
現
存
五
高
分
の
一
・
二
高
五
千
分
の
一
地
形
固
に
よ
っ
て
は
、
所
在

を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
光
緒
『
嘉
普
勝
志
』

1
山
川
で
検
索
す
る
と
、
③
の
黄
狗
連
、
④
の
張
家
浜
が
四
南
匿
に
在
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

⑫
 

る
の
み
で
あ
る
。
多
く
の
ク
リ
ー
ク
の
名
が
方
志
に
見
え
な
い
こ
と
は
、
そ
の
規
模
の
小
さ
い
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
③
④
の
他
に
、
⑤
の
東

養
民
浬
も
翰
林
公
(
士
芸
品
の
墓
所
の
位
置
か
ら
し
て
四
南
区
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、

①
を
含
め
て
何
れ
も
楓
濫
銀
(
四
南
匿
に
在
る
〉
を
中
心

た
だ
⑥
の
施
家
港
は
、
鯨
北
の
斜
塘
銀
周
遊
に
位
置
す
る
こ
と
が
史
料
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
遠
隔
地
に

も
ク
リ
ー
ク
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
郷
紳
に
よ
る
回
土
所
有
と
共
通
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
(
⑥
が

φ

鐙
僕
。
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
、

と
し
て
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

，
強
硬
e

が
稜
生
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
貼
で
注
目
を
引
く
〉
。

以
上
、

ク
リ
ー
ク
が
私
人
〈
宗
族
)
の
財
産
と
し
て
合
法
的
に
所
有
さ
れ
、

@
 

相
績
・
買
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

す
で
に
寓
暦
に

至
っ
て
城
居
し
た
郷
紳
地
主
た
る
支
氏
は
、
諸
用
盆
の
う
ち
漁
業
権
を
除
い
て
利
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
背
に
在
地
の
直
営
を
行
っ
て
い

た
時
黙
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
ク
リ
ー
ク
が
郷
居
地
主
た
る
支
氏
に
よ
っ
て
直
接
・
優
先
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
の
史



料
そ
の
も
の
か
ら
類
推
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
溶
治
は
、
河
泥
の
利
用
と
も
重
っ
て
、
支
氏
の
責
任
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
疑
い
な
い
。

同

江
南
デ
ル
タ
の
雨
期
の
排
水
は
、
各
坪
の
「
大
醐
車
」
と
呼
ば
れ
る
共
同
作
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
と
く
に
小
山
正
明
氏
は
弘
治

⑮
 

『
臭
江
蘇
志
』
の
記
事
を
紹
介
し
、
排
水
を
め
ぐ
る
共
同
健
的
関
係
の
制
裁
を
伴
う
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
氏
は
、
か
か
る
共
同
作

業
が
糧
長
居
の
領
導
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
次
の
史
料
は
ま
さ
し
く
こ
の
指
摘
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
。

先
兄
、
不
事
事
而
渇
力
、
帰
郷
人
揮
究
。
歳
大
雨
、
且
傷
稼
。
則
先
馳
曾
郷
父
老
、
輿
謀
日
「
事
急
失
。
週
水
必
以
土
。
某
浬
口
可
犠
矯

堰
、
以
遁
水
衝
。
某
呼
岸
善
潰
、
則
矯
之
増
高
倍
薄
。
某
鹿
、
可
立
大
朋
車
厨
水
。
某
家
速
掛
船
、
載
乾
土
用
也
。
」
量
地
遠
近
、
及
田

多
寡
、
以
起
役
夫
。
日
「
先
従
吾
家
始
」
。
則
魚
立
期
舎
、
定
賞
罰
、
奔
走
督
責
、
不
偉
塗
泥
。
人
有
持
酒
勘
之
者
、
則
御
而
弗
受
。
日

「
吾
今
何
忍
泊
唇
、
事
成
復
酎
飲
」
。

(
貌
校
『
荘
渠
遺
書』

8
世
読
)
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貌
氏
は
代
々
糧
長
・
塘
長
に
就
い
て
来
て
お
り
、
水
利
に
深
く
関
わ
っ
た
郷
居
地
主
で
あ
り
、
修
築
・
溶
治
・
分
好
等
、
江
南
の
水
利
の
諸
課

題
に
つ
い
て
、
代
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
瑳
言
・
活
動
を
行
っ
て
来
た

(『
荘
渠
遺
書』

7
世
譜
、
同
8
世
読
)。
こ
の
史
料
の
主
人
公
(
誇
不
明
、
字
子
賢
〉

今
ふ
、

嘉
靖
二
年
に
渡
し
て
い
る
か
ら
、

右
の
よ
う
な
活
動
は
ま
さ
し
く
弘
治
『
呉
江
鯨
志
』

の
記
述
と
時
代
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
同

様
の
活
動
が
、
弘
治
五
年
・
正
徳
五
年
の
大
水
に
際
し
て
、
臭
豚
の
在
地
の
地
主
、

溶
崇
躍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
(
祝
允
明
『
懐
星
堂
集
』

右
の
親
子
賢
の
場
合
、
郷
居
地
主
が
携
う
田
頭
制
・
里
甲
制
に
依
る
水
利
佳
系
の
解
韓
が
す
で
に
萌
し
始
め

た
時
期
に
位
置
し
て
お
り
、
負
措
法
に
、

。地
の
遠
近
e

(
銚
文
瀬

「修
築
一
斗
坦
事
{且
」
第
五
僚
の
負
一措
法
HH
田
頭
制
を
想
起
さ
せ
仰
に
多
国
の
多
寡

e

か
か
る
活
動
は
、
明
代
前
期
の
郷
居
地
主
で
あ
れ
ば
、
特

23 

「
潜
君
子
大
水
勤
農
園
記
」〉。

が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
そ
の
時
代
的
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、

125 

記
に
値
し
な
い
日
常
の
嘗
然
な
行
震
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
が
善
行
と
し
て
特
記
さ
れ
た
動
機
は
、
す
で
に
嘉
靖
年
間
に
あ
っ
て
、
在
来
の
水

利
盟
系
の
解
鰻
が
明
白
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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業
食
佃
力
の
出
現
と
形
成

十
六
世
紀
前
半
、
正
徳
・
嘉
靖
年
聞
に
到
っ
て
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
従
来
の
水
利
を
め
ぐ
る
枇
舎
的
諸
関
係
は
解
瞳
し
始
め
、

の
後
退
が
顕
著
と
な
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
よ
う
な
饗
動
の
生
起
を
示
す
最
古
の
記
事
は
、

水
利
機
能

次
の
顧
清
「
輿
翁
太
守
論
水
患
書
」
(『
東
江
家

磁
集
』
お
所
牧
)
で
あ
る
。

臭
中
之
回
、
以
園
(
四
庫
珍
木
五
集
に
媛
る
。
圏
0
・
)
揮
水
、

方
雨
之
甚
、

表
一一
長
繍
漫
。

数
日
以
来
、
淫
潔
漸
降
、
園
陸
漸
出
、
除
漬
湖

E

浸
外
、
向
有
可
救
。
而
貧
民
苦
於
燐
浪
、
扶
携
倣
居
、
救
死
不
暇
。
布
賎
米
且
貝
、
震
生
盆
懇
。
有
力
之
家
、
偉
措
事
賞
、
彼
此
推
街
、
無

肯
致
力
、
坐
待
嘆
乾
。

顧
清
は
松
江
府
華
亭
鯨
の
人
で
、
弘
治
六
年
の
準
土
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
の
受
信
者
「
翁
太
守
」
と
は
松
江
知
府
翁
理
(
正
徳
三
J
五
年
在
任
)

と
推
定
さ
れ
、
正
徳
五
年
の
大
水
時
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
大
水
に
際
し
て
の
排
水
・
好
岸
修
築
に
つ
い
て
、
地
主
が
費
用

を
支
排
う
こ
と
を
拒
ん
で
お
り
、
貧
民
(
佃
戸
〉
は
流
浪
し
て
い
る
。
嘉
靖
か
ら
寓
暦
に
か
け
て
頻
出
す
る
同
様
の
史
料
を
既
に
い
く
つ
か
紹

@

@
 

介
し
た
が
、
こ
の
他
に
も
、
高
暦
初
期
に
江
南
で
水
利
事
業
を
貫
施
し
た
巡
按
林
醸
訓
は
、

今
訪
得
。
各
州
照
之
民
、
多
倫
安
於
近
利
、
市
思
情
於
隠
憂
、
毎
一
興
工
、
相
生
異
議
。
至
於
股
富
之
家
、
勝
田
佃
輿
小
戸
耕
種
、
歳
牧

其
租
、
而
本
田
之
好
岸
・
溝
池
、
任
其
頚
腰
浬
塞
。
叉
有
一
二
拝
中
、
時
有
興
作
、

(
『
三
呉
水
考
』
目
、
水
移
考
上
、
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率
皆
細
民
併
眠
、

而
富
家
E
室
反
坐
覗
而
不
顧
。

「
巡
按
直
線
監
察
御
史
林
保
約
」
)

と
言
い
、
常
熟
知
照
秋
橘
の
墓
誌
銘
に
は
、
同
鯨
の
情
況
に
つ
い
て
、

顧
国
主
者
皆
貴
人
豪
室
、
但
坐
享
佃
戸
供
歳
入
、

不
復
問
畝
清
逼
塞
何
献
。

(
張
煎
『
賓
日
堂
初
集
』
問
、
「
滅
海
秋
公
墓
誌
銘
」
。
粛
は
松
江

華
亭
豚
の
人
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
郷
紳
地
主
が
農
業
生
産
に
一
切
開
わ
る
こ
と
無
く
、

た
だ
佃
租
を
牧
奪
す
る
の
み
で
あ
り
、
在
地
の
水
利



つ
ま
り
地
主
1

佃
戸
聞
に
水
利
を
め
ぐ
る
闘
係
が
依
如
し
て
い
る
情
況
が
明
末
に
は
贋
汎
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
ワ

た
。
か
か
る
空
白
を
填
め
る
も
の
と
し
て
、
業
食
佃
力
が
出
現
し
、
水
利
慣
行
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
?

の
費
用
を
負
措
し
な
い
、

江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
在
地
の
水
利
に
闘
す
る
最
初
の
睦
系
的
成
文
規
範
で
あ
る
「
修
築
好
坦
事
宜
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
十
九
僚
に
及
ぶ

詳
細
な
規
定
の
何
虚
に
も
、
佃
戸
は
登
場
せ
ず
、
地
主
l
佃
戸
関
係
は
親
野
の
中
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
旬
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

事
宜
を
制
定
し
た
公
権
力
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
こ
の
事
宜
に
大
き
く
影
響
を
興
え
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
好
の
内
部
に
お
け
る
社
舎
的
諸

闘
係
に
論
及
す
る
金
藻
の
「
三
江
水
準
或
間
」
に
お
い
て
も
、
全
く
同
様
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
在
野
の
水
拳
者
も
、
公
権
力
も
、
佃
戸
と

地
主
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
く
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
社
禽
の
情
況
を
反
映
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

現
在
ま
で
見
出
し
得
た
限
り
、

明
代
の
江
南
デ
ル
タ
の
水
利
に
闘
す
る
議
論
や
規
範
の
中
で
、
佃
戸
が
始
め
て
登
場
す
る
の
は
、
正
徳
十
一
一
一

年
の
工
科
都
給
事
中
臭
巌
の
上
疏
(
『
呉
中
水
利
全
書
』
M
章
疏
所
枚
、
「
燦
上
水
利
事
宜
疏
」
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
幹
河
の
凌
治
に
つ
い
て
、
里

甲
へ
の
科
涯
に
替
え
て
、

J
目
ハ
戸
〉
・
民
(
戸
)
に
拘
ら
ず
0

0

財
・
力
は
:
:
:
回
を
計
り
て
出
す
。
こ
と
、
つ
ま
り
優
菟
を
底
止
し
た
照
田
涯

@

。

役
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
好
岸
の
修
築
に
閲
し
て
、
「
願
は
く
ば
今
よ
り
以
後
、
毎
歳
の
農
隙
に
、
治
農
の
官
は
、
回
主
・
佃
戸
を
督
令
し
、

各
々
園
岸
を
取
土
修
築
せ
し
め
よ
」
(
傍
黙
筆
者
〉
と
提
議
し
て
お
り
、
地
主
l
佃
戸
聞
の
具
睦
的
関
係
に
ま
で
は
論
及
し
て
い
な
い
が
、
佃
戸

@
 

が
始
め
て
水
利
の
議
論
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
前
牢
の
照
田
波
役
論
は
種
々
の
批
剣
に
遇
っ
て
却
下
さ
れ
た
が
、
後
牟
に
つ
い
て
も
ど
の
よ

う
な
施
策
が
現
寅
に
行
わ
れ
た
か
、
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皆
目
不
明
で
あ
る
。
績
け
て
嘉
靖
元
年
の
工
部
員
外
郎
(
欽
差
江
南
水
利
・
署
郎
中
事
)
顔
如
環
「
分
理
水

@
 

利
僚
約
」
(
『
奥
中
水
利
全
書
』
日
公
移
所
牧
〉
は
、
照
田
波
役
(
或
い
は
そ
の
獲
型
と
し
て
の
照
回
糧
波
役
)
を
行
っ
た
場
合
、
千
人
・
百
人
と
傍
役
を

課
さ
れ
る
富
豪
は
提
供
す
る
す
べ
が
無
い
が
故
に
、
往
々
に
し
て
阻
止
に
ま
わ
る
こ
と
、
逆
に
里
甲
に
科
涯
し
た
場
合
、
総
計
役
を
提
供
す
る
の

は
多
く
は
タ
有
田
の
家
。
で
は
無
く
、
(
回
の
)
利
を
享
け
る
者
は
反
っ
て
径
役
提
供
の
勢
が
な
い
こ
と
を
云
う
。
そ
の
折
衷
案
と
し
て
、
顔
如
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環
は
第
働
力
そ
の
も
の
は
。
排
年
を
用
っ
て
夫
を
出
す
。
(
塁
甲
単
位
の
賦
課
〉
が
、
卒
行
し
て
次
の
方
法
を
採
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

験
糧
以
出
工
食
、
或
毎
畝
出
米
若
干
、
就
於
秋
糧
曾
計
内
帯
徴
、
以
供
夫
役
工
食
。
庶
貧
民
出
力
而
無
豪
糧
之
苦
、
富
家
出
銭
以
菟
荷
錨
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之
務
。

つ
ま
り
、
里
中
か
ら
調
達
さ
れ
た
州
労
働
力
に
工
食
を
支
給
す
る
が
、

そ
れ
は
回
土
面
積
、
或
い
は
税
糧
額
に
比
例
し
て
徴
牧
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

後
の
業
食
佃
力
に
類
す
る
シ

ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
の
嘉
靖
・
太
倉
州
の
ケ
1
ス
か
ら
推
し
て
、
デ
ル
タ
全
佳
を
管
掌
し
た
高
級
治
水
官
僚
の
設
定

こ
こ
に

。佃
戸
。
と
い
う
字
句
は
見
え
ぬ
(
里
甲
に
依
存
す
る
以
上
、
そ
れ
は
嘗
然
か
も
知
れ
ぬ
)
が
、

し
た
こ
の
規
範
は
、
あ
く
ま
で
嘗
震
と
し
て
の
指
示
の
段
階
に
留
ま
り
、
質
款
を
持
た
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
史
料
の
上
で
は
暫
く
、
業
食
佃
力
に
閲
す
る
記
事
を
見
出
せ
な
い
が
、
嘉
靖
三
十
年
代
に
至
っ
て
、
そ
れ
を
員
正
面
か
ら
主
張
す

@
 

る
議
論
が
現
わ
れ
る
。
太
倉
の
人
毛
節
卿
の
議
論
は
既
に
紹
介
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
大
戸
」
の
抵
抗
に
よ
っ
て
照
田
波
役
が
難
行
し
て
い
る

こ
と
が
語
ら
れ
、

そ
の
抵
抗
の
論
擦
へ
の
批
剣
・
針
案
と
し
て
業
食
佃
力
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
暫
く

毛
節
卿
「
水
利
害
」

(
王
折

『
東
奥
水
利
考
』
印
下
所
引
)
に
よ
っ
て
、

嘉
靖
年
聞
の
太
倉
州
に
お
け
る
照
田
波
役

・
業
食
佃
カ
を
追
跡
し
よ
う
。

か
つ
て
、
太
倉
州
水
利
剣

土
を
除
い
て
「
該
に
夫
を
殺
す
べ
き
の
田
」
(
承
役
田
土
)
を
算
定
し
た
。
績
い
て
工
事
量
(
丈
尺
H
長
さ
で
示
さ
れ
る
)
か
ら
、

の
夫
工
」
(
必
要
労
働
且
ろ
を
算
定
す
る
。
こ
の
二
つ
の
基
礎
数
値
を
も
と
に
「
計
田
援
失
」
(
照
田
源
役
)
を
行
う
が
、
一
律
に
国
土
に
科
涙
す

る
の
で
は
無
く
、
①
河
に
近
い
者
H
三
十
畝
、
②
梢
や
遠
い
者
H
五
十
畝
、
③
再
に
遠
い
者
H
一
百
畝
、
④
婁
江
以
南
・
七
浦
以
北
で
全
く
楊

よ

@

林
河
の
水
利
に
資
ら
な
い
者
リ
百
五
十
畝
の
四
段
階
に
分
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

一
夫
を
出
さ
せ
、

ろ
で
こ
の
法
が
毛
節
卿
の
、

「
合
に
用
ふ
べ
き
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官
王
聴
は
、
同
州
の
幹
河
楊
林
河
の
開
淡
に
際
し
て
、
最
初
に
、
全
州
の
「
寅
徴
田
」
か
ら
「
例
菟
国
土
」
つ
ま
り
官
戸
・
崎
零
戸
の
莞
役
回

J

庭
置
宜
し
き
を
得
て
人
心
自
づ
と
服
し
、

大
(
戸
)
・
小
(
戸
)
皆
、

一
夫
ご
と
に
工
事
五
尺
を
課
し
た
と
云
う
。
と
こ

@
 

怨
言
無
し
9

と
言
う
が
如
く
支
持
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、

照
田
波
役
(
後
世
の
一
律
科
波
よ
り
は
古
い
形
態
で
あ
る
が
〉
が
貧
施
さ
れ
た
最
も
早
期
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
で
は
な

ぜ
後
半
に
再
び
大
戸
の
反
射
〈
前
述
の
、
額
如
震
に
よ
る
照
回
汲
役
へ
の
富
豪
の
反
封
と
全
く
軌
を
一
に
す
る
〉
が
云
々
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

は
、
こ
の
王
聴
の
.
フ
ラ
ン
は
、
毛
節
卿
の
言
に
も
拘
ら
ず
、
賓
現
し
な
か
っ
た
と
断
ず
る
。
各
種
の
方
志
、
及
び
『
呉
中
水
利
全
書
』
に
接
る

限
り
、
楊
林
河
の
治
水
は
、
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
二
三
四
二
一
二
)
、
同
三
十
六
(
五
七
)
、
隆
慶
元
(
六
七
)
、
高
暦
十
七
(
八
九
〉
の



一
方
、
『
明
人
俸
記
資
料
索
引
』
(
六
一
二
一
良
〉
に
よ
れ
ば
、
聴
は
山
東
・
利
津
人
、
嘉
靖
二
年
進
土
↓
同
盤
屋

@
 

知
豚
↓

ω戸
科
給
事
中
↓
刷
兵
科
右
給
事
中
↓
仙
太
倉
州
剣
官
(
諭
任
〉
↓
刷
南
京
戸
部
主
事
↓
的
衛
輝
知
府
の
コ

l
ス
を
辿
っ
た
。
『
世
宗
貫

録
』
で
は
、

a
↓
b
が
七
年
十
一
月
丁
未
、

b
↓
C

が
九
年
六
月
庚
午
の
僚
に
見
え
る
(
肝
心
の
C

↓
d
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
)
。
乾
隆
『
衛
輝

府
士
山
』
ロ
職
官
に
よ
れ
ば
、
知
府
在
任
は
十
六
年
に
始
ま
る
。

C

↓
d
、
d
↓

e
が
剣
明
し
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
王
聴
の
在
任
は
嘉
靖

@
 

十
年
代
前
宇
で
あ
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、
王
聴
は
記
録
に
留
む
べ
き
楊
林
河
開
溶
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
右
の
プ
ラ
ン
は
挫
折

四
次
が
記
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

し
た
と
し
か
剣
断
し
よ
う
は
無
い
。

し
ぶ

J
近
年
。
の
楊
林
河
の
開
溶
を
め
ぐ
っ
て
、
大
戸
が
労
働
力
の
提
供
を
俸
り
、
官
府
を
「
大
家
は、

た
ら
し
こ

し
て
許
多
の
夫
役
を
得
ま
し
ょ
う
ぞ
」
と
従
奥
み
、
そ
の
結
果
、
里
甲
に
夫
役
を
科
汲
し
、

績
い
て
毛
節
卿
は
、

E
う

回
は
多
い
が
、
鷲

一
夫
一
日
ご
と
に
二
升
の
米
を
支
給
す
る
こ
と
に

し
、
そ
の
米
は
「
河
に
近
い
回
」
か
ら
取
っ
た
(
田
頭
制
へ
の
傾
斜
)
が
、
出
納
に
侵
漁
あ
り
、
有
名
無
賓
と
な
っ
た
と
云
う
。
王
聴
の

。
往
年
'

-129ー

と
封
比
さ
れ
る
，
近
年
。
は
、
お
そ
ら
く
嘉
靖
三
十
六
年
、
余
事
熊
梓
に
よ
る
開
溶
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
照
田
涯
役
が
嘗
魚
と
し
て
指
示
さ

れ
な
が
ら
も
、
現
寅
に
は
賓
施
さ
れ
な
い
例
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
「
大
家
は
田
多
き
も
夫
少
し
」
と
し
て
、
所
有
国
土
に
鹿
じ
て
夫
役
を
出

す
方
法
に
反
射
す
る
論
に
封
し
て
、
毛
節
卿
は
、

如
し
、
戸
に
千
畝
の
田
が
有
れ
ば
、
須
ず
百
家
の
佃
戸
が
あ
る
だ
ろ
う
。
三
十
畝
に
つ
い
て
一
名
出
さ
せ
れ
ば
、
三
十
夫
に
す
ぎ
な
い
。
:
:
:
」

「
こ
の
読
に
惑
わ
さ
れ
た
者
は
、

固
有
れ
ば
か
な
ら
ず
夫
有
る
を
知
ら
な
い
の
だ
。

偲

と
し
て
、
佃
戸
を
動
員
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
佃
戸
へ
の
工
食
の
支
給
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
水
利
の
鉱
労
働
力
と
し
て
地
主
に

代
っ
て
佃
戸
層
を
想
定
す
る
こ
と
が
明
確
に
始
ま
っ
て
い
る
。

な
お
太
倉
州
に
お
い
て
は
、

隆
慶
元
年
の
幹
河
(
七
浦
・
楊
林
・
醗
鍛
三
塘
〉
開

溶
に
お
い
て
、

夫
計
之
力
、
取
民
近
利
者
、

回
二
十
而
夫
一
。
遠
者
、
三
十
而
夫
一
、
計
之
工
、
夫
三
而
丈
一
、
難
者
、

四
而
丈
一
。
計
之
食
、
夫
一
而

絹
字
。

〈
『
英
中
水
利
金
書
』
お
記
所
枚
、
王
世
貞
「
太
倉
州
重
溶
七
浦
・
楊
林
・
麹
銭
三
婚
記
」
〉
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と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
、
遠
・
近
の
二
段
階
に
分
け
た
照
田
波
役
法
が
寅
施
さ
れ
た
。
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。。

こ
の
隆
慶
元
年
の
太
倉
に
お
け
る
照
田
波
役
の
質
施
(
但
し
優
副
知
限
制
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
)
は、

に
属
す
る
が
、

巡
臨
御
史
蔚
元
康
に
よ
る
庚
域
の
水
利
事
業
の

一
震
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
業
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の

江
南
デ
ル

タ
に
お
け
る

最
初
の
例

は
、
右
の
王
世
貞
「
記
」
に
依
れ
ば
、
太
倉
出
身
の
官
僚
、
江
西
参
政
凌
雲
翼
に
よ
っ
て
、

そ
の
前
年
(
嘉
靖
四
十
五
年
)
に
出
さ
れ
た
上
疏
で

あ
っ
た
と
云
う
。
そ
の
上
疏
「
請
設
水
利
蓋
臣
疏
」
(
『臭
中
水
利
全
書
』

U
掌
疏
所
牧
)
は
、

た
め
に
南
京
所
在
の
監
察
御
史
か
ら
一
員
を
欽
差
す
る
こ
と
を
請
願
し
た
も
の
で
あ
り
、

夫
役
負
婚
に
関
す
る
提
議
は
、

そ
の
題
の
一示
す
よ
う
に
、
江
南
で
水
利
事
業
を
行
う

「
得
業
の
人
戸
を
伴

て
、
富
者
は
財
を
出
し
、
貧
者
は
力
を
出
さ
し
む
」
べ
き
こ
と
を
設
く
の
み
で
あ
る
。

『
臭
中
水
利
全
書
』
は
、
こ
の
上
奏
に
劃
す
る
工
部
の

覆
奏
を
附
し
て
い
る
が
、
原
疏
に
は
無
か
っ
た
よ
り
具
鐙
的
な
負
措
法
が
、
在
地
の
水
利
と
幹
河
の
開
溶
の
整
方
に
つ
い
て
、
提
案
さ
れ
て
い

@

た

る
。
す
な
わ
ち
幹
河
の
開
溶
に
つ
い
て
は
、
淘
(
噂
〉
河
夫
銀
を
充
て
る
が
、
敷
り
な
い
場
合
に
は
、

欽
差
の
専
官
と
撫
按
が
合
議
の
上
で
臨

好
岸
・
ク
リ
ー
ク
の
修
溶
に
つ
レ
て
は
、

機
の
方
法
を
取
る
べ
き
こ
と
を
認
め
(
隆
慶
二
年
の
太
倉
の
負
摺
法
は
こ
の
結
果
で
あ
ろ
う
)
、

如
一
好
之
中
、
塘
坪
溝
池
不
煩
多
費
者
、
卸
令
得
業
之
家
、
量
田
多
寡
、
出
人
修
築
疏
溶
。

@
 

と
照
田
波
役
を
行
う
べ
き
こ
と
を
進
言
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
中
央
政
府
内
部
に
お
い
て
公
的
意
志
と
し
て
江
南
水
利
の
照
田
波
役
が
示

一
方、

(
傍
黙
筆
者
)
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さ
れ
た
最
初
の
例
に
属
す
る
が
、
顔
如
環
・
毛
節
卿
等
が
問
題
と
し
て
い
た
、

い
わ
ゆ
る
多
大
家
田
多
夫
少
。

の
問
題
の
虚
理
に
つ
い
て
の
論

及
は
無
い
。

こ
れ
よ
り
十
年
弱
組
て
、
首
問
暦
四
年
、

巡
按
御
史
林
膳
訓
が
江
南
デ
ル
タ
の
水
利
を
督
理
す
ベ
く
汲
遣
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
興
え
ら
れ
た
詔

@
 

教
は
、
か
の
嘉
矯
四
十
五
年
の
工
部
覆
奏
と
文
言
を
相
首
に

一
致
さ
せ
つ
つ
、
タ

一
好
の
中
の
塘
岸
・
溝
池
等
で
多
費
を
煩
わ
さ
な
い
者
の
如

し

ょ

ゅ

う

し

ぞ

ぷ

や

〈

き
は
、
即
ち
得
業
之
家
に
、
田
の
多
寡
を
量
っ
て
、
力
を
出
し
て
修

・
溶
さ
せ
よ
。
と
の
指
一
が
を
興
え
て
い
る
。
こ
の
指
示
を
受
け
て
林
庭
訓

「
巡
按
直
隷
監
察
御
史
林
保
約
」
第
十
二
僚
に
は
、
す
で
に
前
に
紹
介
し

が
設
し
た
水
利
規
範
で
あ
る
、

『
三
呉
水
考
』
日
水
移
考
所
牧
の
、

た
水
利
を
め
ぐ
る
地
主
|
佃
戸
関
係
の
空
白
の
嘆
き
に
績
け
て
、
次
の
よ
う
な
指
示
が
痛
さ
れ
て
い
る
。

同
前
出
示
各
都
圏
里
、

該
遁
即
行
該
府
州
瞬
、
摘
出
此
款
(
前
述
の
詔
敷
を
指
す
〉
、

停
知
掲
力
服
田
乃
其
嘗
震
之
職
、

市
回
以
出
力
亦
非



分
外
之
征
。
:
:
:
貧
者
以
力
赴
工
、
富
者
以
賞
給
食
。
:
:
:
ハ
傍
勲
筆
者
〉

さ
ら
に
、
「
治
田
六
事
」
(『三
呉
水
考
』

M
水
田
考
〉
の
第
二
僚
に
は
、

郷
宣
之
回
、
須
是
田
主
出
食
・
佃
戸
出
力
、
計
工
給
設
、
何
要
従
厚
、
母
累
窮
民
。

(
傍
貼
筆
者
〉

と
明
確
に
業
食
佃
カ
が
現
わ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
郷
紳
に
つ
い
て
特
に
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
林
庭
訓
の
水
利
事
業
に
際
し
て
、
中
央
政
府
か
ら
撫
按
レ
ベ
ル
ま
で
、
同
照
田
涯
役
、

ω優
兎
限
制
、
刷
業
食
佃
力
と
い
う
明

末
以
降
の
水
利
慣
行
・
規
範
の
基
本
的
特
徴
を
含
む
政
策
意
園
が
明
確
に
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
官
僚
機
構
上
部
の
意
園
が
、
在
地
に
お
い

て
貫
徹
し
た
か
否
か
は
、
改
め
て
吟
味
を
要
す
る
。
林
鷹
訓
の
水
利
規
範
と
し
て
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
『
農
政
全
書
』

M
水
利
、

東
南
水
利
中
に
牧
め
ら
れ
た
「
修
築
河
拝
、
以
備
皐
療
、
以
重
農
務
事
文
移
」
(
以
下
「
文
移
」
と
略
得
す
る
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
文
と
①
定

式
様
以
便
稽
査
、
②
定
夫
役
以
杜
騒
擾
、
③
設
坪
甲
以
努
作
止
、
④
巌
省
覗
以
責
成
功
、
⑤
禁
侵
載
以
便
遁
利
の
五
僚
か
ら
成
っ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
「
文
移
」
は
、
林
庭
訓
の
事
業
に
於
け
る
指
示
を
集
め
た
コ
ニ
臭
水
考
』
日
水
移
考
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
た
だ
前
掲
の
「
治
田
六

事
」
六
箇
僚
が
こ
の
「
文
移
」
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
か
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
「
治
田
六
事
」
に
は
「
文
移
」
の
前
文
が
無
く
、
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「
文
移
」

に
は
見
え
な
い
⑥
議
賞
格
以
寓
鼓
舞
が
入
っ
て
い
る
が
、
①
か
ら
⑤
ま
で
は
タ
イ
ト
ル
が
一
致
す
る
。
内
容
は
、
文
言
の
一
致
が
相
嘗
に
見
ら

れ
る
が
、
同
一
で
は
無
く
、
概
し
て
「
文
移
」
の
方
が
簡
潔
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
治
田
六
事
」
は
「
文
移
」
の
草
案
の
位
置
に
在
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
他
に
『
三
呉
水
考
』
日
水
移
考
に
は
前
掲
の
「
僚
約
」
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
林
庭
訓
の
事
業
全
鐙
に
射
す
る
包
括
的
規

範
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
か
に
見
え
る
が
、
個
々
の
内
容
は
と
も
あ
れ
、

そ
の
構
文
は
「
文
移
」

「
治
田
六
事
」
と
は
全
く
異
な
る
。
複
数

の
規
範
の
聞
の
異
同
の
存
在
は
、
中
央
政
府
の
方
針
(
詔
教
に
示
さ
れ
た
)
が
、

段
々
と
下
に
降
さ
れ
て
行
く
な
か
で
修
正
を
除
儀
無
く
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

@
 

照
田
波
役
に
つ
い
て
「
文
移
」
第
一
僚
が
田
頭
制
に
換
骨
脱
胎
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、

「
治
田
六
事
」
第
一
僚
に
は
そ
の
よ
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う
な
田
頭
制
を
指
向
す
る
文
言
は
全
く
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
草
案
↓
成
文
規
範
の
過
程
で
田
頭
制
が
混
入
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
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『
三
臭
水
考
』
ロ
奏
疏
考
に
枚
め
ら
れ
た
工
事
報
告
に
類
す
る
奏
疏
類
に
就
い
て
見
る
と
、
照
田
波
役
は
松
江
と

@
 

嘉
定
に
つ
い
て
二
例
を
見
る
の
み
で
あ
り
、
他
の
多
く
の
工
事
は
賑
飢
・
里
甲

・
田
頭
制
に
依

っ
て
寅
施
さ
れ
た
。
特
異
な
の
は
常
熟
鯨
の
白

茄
塘
の
工
事
法
で
あ
っ
て
、

φ

身
家
あ
る
者
民
¢
五
百
名
に
段
を
分
っ
て
工
事
を
割
嘗
て
、
そ
れ
ぞ
れ
。
夫
を
募
っ
て
開
排
。
さ
せ
た
と
云
う

@
 

(
「
白
如
塘
工
完
疏
」
。
な
お
後
年
の
常
熱
の
。
公
正
。
層
の
抵
抗
も
、
か
か
る
歴
史
的
背
景
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
〉
。
こ
の
よ
う
に
照
田
波
役
が
賓
現
し
て

現
貧
の
賓
施
例
に
至
る
と
、

い
な
い
以
上
、
優
菟
の
制
限
も
賞
現
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
三
呉
水
考
』
で
は
優
菟
の
問
題
が
寅
際
に
は
ど
の
よ
う
に
蕗
理
さ
れ
た
か
示

す
記
事
は
無
い
。
た
だ
右
の
白
一卯
塘
に
つ
い
て
は
、
同
豚
の
郷
紳
が
田
土
の
所
有
面
積
に
関
係
無
し
に

一
律
に
二
十
五
丈
一を
科
涯
さ
れ
る
に
止

@
 

ま
っ
た
と
言
う
。
中
央
政
府
の
方
針
の
か
か
る
挫
折
の
主
要
な
原
因
は
、

江
南
現
地
の
郷
紳
地
主
の
妨
害
に
あ
っ
た
。

林
庭
訓
の
貧
施
時
期

は
、
折
し
も
巡
按
海
瑞
が
正
面
か
ら
郷
紳
地
主
と
衝
突
し
て
い
た
時
期
に
蛍
り
、
照
田
波
役
・
優
菟
限
制
が
ど
の
よ
う
に
迎
え
ら
れ
た
か
想
像

に
難
く
は
無
い
が
、
史
料
の
上
か
ら
も
そ
れ
は
確
認
さ
れ
る
。
蘇
州
出
身
の
宰
相
で
あ
り
、
後
半
反
均
田
均
役
汲
と
し
て
江
南
の
郷
紳
の
利
盆

@
 

を
露
骨
に
代
鼎
し
た
申
時
行
は
、
林
麿
訓
に
射
し
て
、

江
南
使
車
巡
歴
以
来
、
水
利
修
拳
十
己
六
七
、
近
以
来
霊
事
情
。
訪
之
郷
人
、
則
有
謂
「
官
摺
大
路
難
己
修
築
、
而
深
僻
之
庭
、
向
猶
禾

内，
，d

の
δ

治
」
者
。
有
謂
「
農
忙
之
際
、
鯨
佐
塘
長
非
時
督
責
、
致
妨
本
業
」
者
。

有
謂
「
業
主
出
銭
顧
夫
、

不
堪
重
波
」
者
。

(
『
倫
扉
簡
股
』

1

「
答
林
巡
江
」
)

と
苔
L、

さ
ら
に
蔦
暦
十
年
代
に
江
南
の
水
利
を
督
理
し
た
工
部
郎
中
許
雁
迭
に
劃
し
て
は
、

轡
者
、
海
中
丞
・
林
直
指
、
徒
巌
魚
期
舎
、
強
督
之
民
。
民
未
見
利
、
而
先
被
騒
擾
之
害
事
矢
。
安
能
底
績
。

と
言
っ
て
、
海
瑞
・
林
膝
訓
の
水
利
事
業
を
名
指
し
で
批
判
す
る
(
因
に
許
態
遼
は
そ
の
治
水
事
業
が
完
全
な
失
敗
に
終
り
、

4

一
急
も
稗
会
す
る
無
く
e

@
 

。
怨
撃
道
に
載
っ
p

と
酷
評
さ
れ
た
官
僚
で
あ
る
〉
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
林
麿
訓
の
逢
着
し
た
政
治
的
困
難
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
、
か
か
る

(同
7

「
答
許
水
道
」
〉

。
田
主
出
食
、
佃
戸
出
力
。
が
貫
現
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
草
稿
と
し
て
の
「
治
田
六
事
」
に
於
い
て
始
め

て
出
現
し
た
業
食
佃
力
は
、
成
案
と
し
て
の
「
文
移
」
に
は
一
切
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

4

郷
宮
e

を
封
象
と
し
て
、



業
食
佃
力
の
慣
行
・
シ
ス
テ
ム
が
始
め
て
裁
然
と
規
定
さ
れ
、
か
つ
貫
施
に
到
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
高
暦
三
十
年
代
前
半
、
常
熟
知

麻
取
橘
の
水
利
事
業
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
水
利
規
約
は
、
遠
近
を
問
わ
ざ
る
完
全
一
律
の
照
田
波
役
、
例
外
無
き
全
面
的
な
優
兎
底
止

@
 

(
但
し
水
利
に
局
限
し
て
の
〉
、
な
ら
び
に
業
食
佃
力
を
骨
格
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
業
は
成
功
し
、
敷
年
後
の
寓
暦
三
十
年
代
半
に
江
南
デ

@
 

ル
タ
が
見
舞
わ
れ
た
大
水
も
、
常
熟
は
害
を
被
る
こ
と
少
か
っ
た
。
す
で
に
明
末
か
ら
民
園
初
に
到
る
ま
で
、
取
橘
の
法
は
最
も
有
数
な
範
型

と
し
て
繰
返
し
江
南
各
地
の
方
志
や
水
利
書
に
牧
載
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
秋
橘
が
坪
岸
の
修
築
に
つ
い
て
定
め
た
「
築
岸
法
」
第

五
僚

〈
業
戸
出
米
・
佃
戸
出
力
。
自
佃
窮
民
、
官
篤
出
本
〉
に
は
、

除
一
紘
一
寸
難
修
之
岸
、
男
行
査
議
外
、
其
二
・
三
等
易
修
者
、
剖
令
業
戸
各
子
秩
成
之
後
、
出
給
工
本
、
停
佃
戸
出
力
修
築
。

@
 

と
具
睦
的
に
業
食
佃
力
を
定
め
、
工
食
の
授
受
の
た
め
の
「
佃
戸
支
領
工
食
票
」
(
以
下
「
工
食
票
」
と
略
稽
す
る
〉
を
後
に
附
し
て
細
か
い
手
績

き
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
工
食
票
」
は
、
買
は
話
会
F

，開
河
。
〈
ク
リ
ー
ク
の
溶
治
以
に
つ
い
て
も
、
つ
ま

り
水
利
の
修
溶
全
て
を
針
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
工
食
票
」
の
記
載
そ
の
も
の
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
細
か
い
検
討
は
次
節
に
譲
る
。

林
鷹
訓
・
海
瑞
の
段
階
で
阻
ま
れ
た
照
田
波
役
・
優
菟
限
制
・
業
食
佃
力
、が
、
秋
橘
に
お
い
て

貫
現
し
得
た
基
本
的
要
因
に
つ
い
て
、
既
に

筆
者
は
、
秋
橘
の
書
簡
「
輿
通
邑
繕
紳
書
」
と
郷
紳
の
図
書
を
紹
介
・
分
析
し
、
上
は
非
郷
紳
地
主
か
ら
下
は
佃
戸
に
到
る
庶
民
と
郷
紳
と
の

@
 

矛
盾
劃
抗
の
尖
鋭
化
|
|
そ
れ
は
民
饗
・
民
範
の
母
胎
で
あ
る
ー
ー
が
こ
の
取
橘
の
改
革
を
促
進
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
郷
紳
は

支
配
の
全
面
的
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
歌
橘
の
説
得
を
容
れ
、
自
己
規
制
の
道
を
選
ん
だ
と
云
え
る
が
、
次
の
史
料
は
、
取
橘
の
論
理
に
よ

る
説
得
が
そ
の
ま
ま
で
は
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。

(坪
岸
の
修
築
)
だ
け
で
な
く
、
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虞
(
常
熟
燃
の
，雅
名
〉
故
水
圏
、

水
時
利
時
害
。
公
下
令
、
接
国
籍
、
開
溶
修
溝
泊
之
事
、
而
責
之
回
主
者
。
願
田
主
者
、
皆
貴
人
豪
室、

不
復
問
畝
漕
逼
塞
何
献
。
令
下
、
耕
平
抗
不
服
。
公
械
貴
人
豪
室
僕
子
里
門
、
以
徹
督
抗
令
者
、
市
令
乃
行
、
水
蓄

洩
不
失
時
O
i
-
-
-
公
既
内
徴
、
擬
補
諌
職、

先
暫
授
司
馬
職
方
郎
、
而
中
、浮
語
、
速
之
去
。
蓋
公
務
民
事
捕
盗
、
開
水
利
。
時
識
者
己
嘆

云
、
ロ
巴
民
安
而
令
公
危
失
。
(
張
油開
『
賓
日
堂
初
集
』

vm

「滅
海
歌
公
墓
誌
銘
」
〉

但
坐
享
佃
戸
供
歳
入
、

133 



う
)
を
多
里
門
。

@
 

つ
ま
り
郷
紳
で
あ
る
地
主
が
抵
抗
し
て
命
に
服
さ
な
い
。

@

み
せ
し
め

(
豚
城
の
門
か
?
〉
に
晒
し
者
に
し
て
抵
抗
す
る
郷
紳
へ
の
倣
督
に
し
た
。

か
か
る
強グ
カ:ぎ
を」.

¥ 
以
デ~*
婦橘
紳は
tこ郷
臨紳
まの
し僕
め(

紀
綱
で
あ
ろ

そ
れ
を
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取
橘
の
新
法
に
、
多
く
は
。
貴
人
豪
室
e

可
能
に
し
た
も
の
は
、
民
衆
(
庶
民
地
主
か
ら
佃
戸
ま
で
〉
の
匪
力
で
あ
り
、

さ
ら
に
ま
た
つ
ね
づ
ね
。
我
に

一
物
あ
り
。

名
づ
け
て
日
く
、
照

妖
鏡
・
血
戦
万
。
。
と
語
っ
て
い
た
(
前
掲
張
矧
「
墓
誌
銘
」
)
と
い
う
そ
の
剛
勤
な
資
質
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
と
り
わ
け
重
要
な

@
 

の
は
、
官
僚
・
郷
紳
層
内
部
の
秋
橘
を
支
援
す
る
勢
力
の
存
在
で
あ
る
。
各
種
の
所
俸
が
秋
橘
の
事
蹟
と
し
て
翠
げ
る
の
は
、
瞳
盗
取
締
り
、

@
 

水
利
事
業
と
な
ら
ん
で
、
農
山
書
院
の
創
設
と
そ
こ
で
の
講
翠
活
動
で
あ
る
。

こ
の
書
院
は
、
郷
接
の
常
州
府
を
そ
の
中
心
・
淵
薮
と
す
る
東

@
 

林
の
講
皐
活
動
の
一
環
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
願
憲
成
は
自
ら
出
講
し
て
レ
た
。
こ
の
活
動
の
故
に
糞
宗
畿
は
取
橘
を
「
東
林
察
案
」
に
列
し

た
。
し
か
し
、
他
の
人
士
に
比
べ
無
名
で
あ
り
、
『
明
儒
皐
案
』
は
。
其
の
至
る
所
の
官
を
詳
に
せ
ず
。
と
し
て
そ
の
後
の
経
歴
を
俸
え
て
い
な

ぃ
。
ま
た
皐
風
に
つ
い
て
は
「
羅
近
渓
に
近
く
、
東
林
と
は
微
に
同
じ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
評
慣
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
彼
を

東
林
に
含
め
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
杜
曾
的
位
置
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
南
の
東
林
系
郷
紳
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
層
に
そ
の
支
持
者
が
い
た

@
 

こ
と
は
、
鹿
山
書
院
の
出
講
者
の
中
に
、
時
の
孫
州
知
府
李
右
諌
の
名
を
見
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
時
の
南
直
巡
撫
周
孔
数
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は
『
東
林
列
崎
将
』
紅
「
周
孔
数
待
」
に

及
巡
撫
江
南
、
政
暇
過
東
林
、
率
諸
士
大
夫
、
講
正
心
修
身
之
同
学
、
明
程
朱
之
正
。

と
語
ら
れ
る
が
如
く
、
東
林
の
講
皐
に
ま
で
深
く
関
わ

っ
た
官
僚
で
あ
っ
た
。
周
孔
教
の
水
利
規
定
に
秋
橘
の
投
影
の
看
取
さ
れ
る
こ
と
後
述

す
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
彼
が
駄
橘
の
庇
護
に
努
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
定
さ
れ
る
。

『
東
林
列
停
』
は
周
孔
数
が
各
腐
の
賢
否
を

ま
さ
し
く
歌
橘
は
周
孔
数
そ
の
人
に
よ
っ
て
治
績
が
高
く
評
定
さ
れ
、
推
薦
さ
れ
た
の
で
あ
加
。
官
僚
内
部
に

奉
劾
し
た
こ
と
を
惇
え
る
が
、

は
嘗
然
に
駄
橘
へ
の
反
劃
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
張
鮪
「
墓
誌
銘
」
の
停
え
る
京
官
祭
轄
後
の
弾
劾
↓
解
職
に
示
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
東

林
が
彼
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
を
支
持
し
、
彼
を
援
護
し
て
い
た
こ
と
は
確
寅
で
あ
ろ
う
。

高
暦
三
十
六
年
に
、
巡
撫
周
孔
教
は
い
く
つ
か
の
水
利
に
関
す
る
指
示
を
瑳
し
た
が
、
特
に
業
食
佃
力
に
閲
し
て
は
、

「
詳
行
華
亭
鯨
溶
築



成
規
、
弁
工
mm
・
工
単
式
」
(
崇
禎
『
松
江
府
志
』
げ
水
利
、
重
県
所
品
、

及
び
「
修
築
好
岸
公
移
」

田
所
枚
〉
に
見
出
さ
れ
る
。
前
者
第
五
篠
〈
計
方
振
工
之
法
〉
は
幹
河
溶
治
に
つ
い
て
、

「
溶
築
河
坪
公
移
」
(
何
れ
も
同
志
川
山
水
利
、
治

工
食
は
米
か
或
い

は
米
と
貨
幣
(
米
債
に
準
じ
て
換
算
)
と
を
折
半
し
て
支
排
う
こ
と
を
述
べ
る
。
第
六
候
〈
照
田
均
涯
之
法
〉
で
は
、
優
菟
を
認
め
ず
、
全
て
の

@

@
 

団
地
に
一
定
の
工
事
量
(
土
方
)
を
賦
課
し
、
そ
れ
に
慮
じ
て
工
食
米
を
徴
牧
す
る
が
、
里
甲
・
官
甲
を
勢
働
力
調
達
に
用
い
て
お
り
、
里
甲

@
 

制
の
残
存
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
七
傑
〈
定
督
率
工
力
之
法
〉
で
は
、
照
田
波
役
を
述
べ
た
後
で

如
不
係
親
身
赴
工
者
、
鹿
給
輿
佃
戸
及
倣
工
人
夫
。
毎
方
工
食
該
若
干
、

斤

ι
，.‘，，
，
 

業
戸
出
食
・
佃
戸
出
力
を
云
い
、

毎
畝
鷹
出
米
若
干
、

逐
一
折
算
、

明
白
大
書
、

告
示
張
掛
工

と
佃
戸
等
の
州
労
働
提
供
者
の
工
食
受
領
を
確
寅
な
ら
し
む
べ
く
、

そ
の
基
準
を
工
所
(
た
ま
り
場
〉
に
掲
示
す
る
こ
と
を
定
め
、

第
十
保

〈定

照
皐
給
米
之
法
〉
で
は
、

か
の
駄
橘
の
「
工
食
票
」
に
比
す
べ
き
「
工
車
」
を
護
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
工
食
の
授
受
を
行
う
べ
き
こ
と
を
定

-135-

め
て
い
る
。
こ
れ
ら
幹
河
の
工
事
と
な
ら
ん
で
、
在
地
の
凌
築
に
つ
い
て
も
「
修
築
坪
岸
公
移
」
は
、
地
主
が
。
出
粟
に
苔
む
e

朕
況
を
前
に

鯨
官
が
積
極
的
に
介
入
し
て
。
照
畝
起
工
。
を
行
う
べ
き
こ
と
を
云
い
、

同
様
に

「
溶
築
河
呼
公
移
」
第
二
篠
〈
定
督
率
呼
工
之
法
〉
に
は
、
河
工
と

@
 

，
工
車
。
を
査
ベ
て
米
を
給
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
秋
橘
の
法
を
熟
知
し
て
い
た
周
孔
教
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

こ

の

後

天

啓

年

問

、

。

主

者

出

銀

・

貧

者

出

力

e

を
指
示
し
て
お
り
(
崇
禎

『烏
程
豚
志
』
2
水利)、

@
 

江
南
全
域
で
業
食
佃
力
が
一
般
的
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
劃
期
が
ほ
ぼ
寓
暦
三
十
年
代
前
牢
の
歌
橘
の
事

新
江
巡
按
御
史
李
某
は
。
照
畝
科
波
e

業
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

工
食
米
の
支
給
法

135 

取
橘
は
、

「
佃
戸
支
領
工
食
票
」
の
制
を
定
め
て
、
非
常
に
具
鐙
的
に
授
受
の
シ
ス
テ
ム
を
設
定
し
た
。
こ
こ
で
は
「
工
食
票
」
の
記
述
に
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つ
い
て
、
佃
戸
が
地
主
か
ら
工
食
を
受
領
す
る
手
績
き
を
追
う
と
次
の
よ
う
に
た
る
。

地
主
が
課
さ
れ
て
佃
戸
が
代
っ
て
従
事
し
た
開
溶
・
修
築
の
工
事
量
、
及
び
そ
の
工
食
米
の
額
を
公
正
(
常
熟
豚
の
糧
長
。
水
利
機
能
の
維
持
に

つ
い
て
各
区
の
責
任
を
持
ち
、
か
つ
幹
河
の
関
溶
の
時
に
は
千
長
と
し
て
夫
役
を
督
率
す
る
)
が
工
食
票
に
記
入
し
、

佃
戸
に
興
え
る
。

佃
戸
は
こ
の

票
を
持
参
し
て
引
き
替
え
に
地
主
か
ら
工
食
米
を
受
領
し
、
票
は
地
主
が
取
っ
て
領
牧
誼
と
す
る
。
も
し
地
主
の
中
に
。
頼
租
。
(
滞
納
し
て

い
る
佃
租
)
や
多
宿
債
e

(

長
年
の
借
金
)
を
理
由
に
、
佃
戸
を
凌
虐
め
る
(
工
食
米
を
支
排
わ
な
い
)
者
、か
い
れ
ば
、
佃
戸
は
こ
の
票
を
公
正
に

級
す
。
公
正
は
も
ど
っ
て
来
た
票
を
類
斉
め
、
加
を
造
り
、
豚
に
織
す
。
(
知
豚
は
〉
こ
の
佃
戸
が
元
来
受
領
す
べ
き
で
あ
っ
た
工
食
米
の
二

逆
に
佃
戸
が
惰
け
て
工
事
を
諜
ま
る
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
は
必
ず
巌
提

・

倍
の
米
を
納
租
に
嘗
っ
て
佃
租
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
許
す
。

さ
ら
し
巴
も
の

伽
責
を
行
い
、
さ
ら
に
工
事
の
量
を
二
倍
に
す
る
。

こ
こ
で
は
票
を
持
っ
て
佃
戸
が
地
主
の
下
へ
受
領
に
赴
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
地
主
に
は
こ
の
工
食
は
、
従
来
の
租
佃
・
貸
借
関
係
と

-136-

は
区
別
し
て
、
支
梯
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
如
何
な
る
理
由
で
あ
れ
地
主
が
支
梯
わ
ぬ
時
に
は
、
納
租
の
時
に
二
倍
分
を
佃
戸
が
取
る
こ

と
を
許
し
て
い
る
。
な
お

一
般
に
こ
の
地
方
の
水
利
工
事
は
、
乾
期
(
減
水
期
〉
で
か
つ
農
閑
期
の
十
二
月
J
二
月
の
聞
に
行
わ
れ
る
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。
工
食
米
の
支
給
は
、
従
っ
て
、

二
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
は
ま
さ
し
く
端
境
期
に
嘗
り
、
佃
戸
に
と

っ
て

切
賓
に
食
米
が
求
め
ら
れ
る
時
で
あ
る
。

手
工
業
に
よ
る
貨
幣
獲
得
の
機
禽
(
後
述
)
を
捨
て
て
水
利
の
務
働
に
従
事
し
た
佃
戸
が
工
食
米
を

入
手
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
首
然
に
高
利
で
米

・
銀
銭
を
借
り
て
端
境
期
を
乗
り
切
る
以
外
に
す
べ
は
な
い
。

次
の
秋
牧
後
の
納
租
の
時
(
十

月
以
降
)
に
、

二
倍
の
米
の
控
除
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、

こ
の
よ
う
な
生
活
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
し
て
佃
戸
の
再
生
産
を
保
護
す
る
ギ
リ
ギ
リ
の

現
寅
的
な
慮
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
孔
数
の
設
定
し
た
「
工
単
」
も
、
秋
橘
と
同
様
。
手
鎖
き
を
定
め
て
い
る
か
に
見
え
る
。

「
詳
行
華
亭
鯨
溶
築
成
規
」
第
十
僚

〈
定
照
皐

給
米
之
法
〉
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

各
夫
所
執
、
在
工
車
。
此

一
工
単
者
、
計
工
在
此
。
支
領
工
食
、
填
註
於
此
O
i
---
如
係
団
戸
本
身
赴
工
、
只
照
告
示
汲
工
法
、
仙
飯
田
認
方
、



不
必
復
論
工
食
失
。
如
係
佃
戸
開
河
、
或
係
開
民
倣
工
、
嘗
依
単
上
原
填
丈
尺
、
照
例
支
米
。
:
:
:
若
佃
戸
及
倣
工
人
夫
。
領
米
入
手
、

開
土
不
如
式
様
、
許
業
主
呈
明
、
官
府
験
車
清
理
。
若
佃
戸
人
等
謹
依
赴
工
、
土
方
無
慢
、
而
業
主
抗
法
不
給
工
食
、
或
故
意
短
少
、
亦

許
佃
戸
人
等
、
執
皐
星
官
、
拘
提
迫
給
。

必
刀
働
を
科
涯
さ
れ
た
者
に
は
「
工
皐
」
が
渡
さ
れ
、

工
事
量
が
記
入
さ
れ
る
。
自
耕
農
な
ど
土
地
所
有
者
が
自
ら
嘗
役
し
た
場
合
に
は
、

「工

票
」
に
は
所
有
面
積
と
そ
れ
に
封
臨
隠
す
る
工
事
量
(
土
方
)
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

@

か

き

と

み

場
合
に
は
、
「
工
単
」
記
載
の
工
事
量
(
丈
尺
〉
に
割
腹
す
る
工
食
米
を
演
註
し
、
支
梯
い
に
用
い
る
。
佃
戸
が
米
を
受
取
り
な
が
ら
工
事
を

確
寅
に
寅
施
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
地
主
の
告
訴
を
待
っ
て
官
が
取
調
べ
る
が
、
逆
に
、
地
主
が
不
排
い
、
或
い
は
値
切
っ
た
時
に
は
、
佃
戸

た
い
ほ

が
官
に
訴
え
、
官
が
地
主
を
拘
提
し
て
、
工
食
米
を
地
主
に
支
給
さ
せ
る
。
歌
橘
の
「
工
食
票
」
に
比
較
す
る
と
百
六
位
性
に
於
い
て
数
歩
譲
る

し
か
し
佃
戸
・
雇
工
が
地
主
に
代
っ
て
傍
働
を
提
供
し
た

が
、
同
様
に
「
工
皐
」
を
佃
戸
が
持
参
し
て
地
主
の
も
と
に
祉
い
て
い
る
こ
と
、
地
主
の
不
排
い
に
劃
慮
す
る
佃
戸
の
保
護
規
定
が
存
在
す
る

こ
と
に
、
共
通
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
何
れ
も
工
事
の
後
に
佃
戸
が
地
主
の
と
こ
ろ
に
赴
き
、
工
食
米
・
銀
銭
を
受
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
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た
ろ
う
か
。
秋
橘

・
周
孔
敬
と
も
に
地
主
の
不
梯
い
の
場
合
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
佃
戸
の
工
食
米
獲
得
が
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
次
期
の
納
租
に
佃
戸
に
よ
る
米
(
利
息
分
を
含
む
〉
の
控
除
を
認
め
た
秋
橘
の
法
は
と
も
か
く
、
地
主
の

不
排
い
↓
官
へ
の
告
訴
↓
官
に
よ
る
逮
捕
・
追
給
と
い
う
周
孔
教
の
法
は
ほ
と
ん
ど
質
放
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
水
利
に
つ
い
て

で
'は
な
い
が
、
類
似
の
t

事
例
に
つ
い
て
、
小
民
が
郷
紳
か
ら
銀
銭
を
受
取
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
に
述
べ
る
史

料
が
あ
る
。
明
末
・
均
田
均
役
に
よ
る
径
役
改
革
が
趨
勢
と
な
り
始
め
た
時
に
、
こ
れ
に
抗
す
る
郷
紳
地
主
は
、
何
ら
か
の
負
携
は
菟
れ
得
な

い
こ
と
を
悟
っ
た
段
階
で
、
賞
際
の
径
役
務
働
を
提
供
す
る
(
嘗
役
)
代
り
に
、
貼
役
銀
を
出
し
て
民
の
嘗
役
す
る
者
に
輿
え
る
方
法
(
貼
役
・

@
 

貼
銀
〉
を
主
張
し
始
め
る
。
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こ
れ
に
射
し
て
均
回
均
役
推
進
援
の
郷
紳
は
嘗
役
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
典
型
が
、

@
 

編
審
(
里
甲
編
成
)
を
前
に
行
っ
た
貼
銀
批
剣
で
あ
る
。

そ
の
中
で
朱
園
棋
は
、

朱
園
顧
が
蔦
暦
三
十
九
年
の

銀
を
受
取
り
に
郷
紳
宅
を
訪
れ
た
小
民
が
、
門
番
の
い
や
が
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ら
せ
に
始
ま
っ
て
郷
紳
の
出
し
惜
し
み
に
到
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
苦
難
に
遭
遇
す
る
か
、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
描
寓
し
、
結
局
郷
紳
に
よ
る
小

民
へ
の
貼
銀
な
ど
夢
物
語
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
。
水
利
の
負
捨
は
径
役
と
は
異
な
っ
て
郷
紳
地
主
に
直
接
の
見
逗
り
を
も
た
ら
す

ヲ

え
be

ょ
う

え

き

ひ

と

こ
と
、
欧
橘
が

。
休
戚
に
聞
は
る
こ
と
、
別
項
の
雑
差
と
較
べ
て
、
事
鐙
は
伴
し
か
ら
ず
。
(
「
輿
通
邑
繕
紳
書
L

〉
と
読
く
が
如
く
で
あ
り
、
従

け

ん

き

ま

り

あ

た

っ
て
欧
橘
が
，
邑
の
中
に
は
法
の
如
く
佃
戸
に
付
え
る
者
も
固
よ
り
有
ろ
う
e

(

「
工
食
票」〉

と
言
う
と
お
り
、
規
定
ど
お
り
支
給
す
る
郷
紳
も

い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
張
鼎
「
墓
誌
銘
」
が
語
る
よ
う
に
、
佃
戸
へ
の
支
給
を
拒
む
者
も
少
く
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
も
と
で
業
食
佃
力
が
現
賞
に
定
着
す
る
に
は
、
佃
戸
の
工
食
米
獲
得
を
保
謹
す
る
方
法
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
地
主
の
手
を
経
る
こ
と
無
く
、
佃
戸
が
納
租
時
に
預
め
工
食
分
を
自
ら
控
除
す
る
方
法
で
あ
る
。
順
治
年
間
、
毘
山

⑧
 

鯨
の
在
野
の
謹
書
人
陳
瑚
は
、
取
橘
の
法
に
倣
っ
て
自
ら
の
居
村
「
蔚
村
」
で
水
利
規
約
「
築
園
事
宜
」
を
制
定
し
た
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た

業
食
佃
力
に
つ
い
て

不
開
業
主
而
間
佃
戸
、
責
成
於
坪
長
。
而
畑
田
起
夫
、
毎
回
二
十
畝
、
役
夫
一
人
。

食
、
不
必
徴
米
入
倉
而
後
給
之
也
。
:
:
:
約
毎
畝
二
斗
、
毎
失
給
以
信
票
、
許
於
田
租
中
、
毎
畝
先
拘
二
斗
信
用
工
食
費
。
:
;
:
(
『
確
奄
文

至
於
起
夫
、
則
用
予
蔚
村
築
岸
之
法
、

其
人
夫
工
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薬
』
所
牧
「
治
病
読
」
。
傍
貼
筆
者
〉

と
述
べ
て
い
る
。

「
工
食
票
」
に
比
定
さ
れ
る
「
信
票
」
が
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
信
票
を
携
え
て
地
主
の
所
に
赴
き
受
領
す
る
の
で
は

無
く
、

一
畝
嘗
り
二
斗
を
工
食
費
と
し
て
、
前
以
っ
て
佃
租
か
ら
担
除
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
買
に
貫
施
さ
れ
た
が
、

域
居
化
し
た
郷
紳

地
主
か
ら
佃
戸
へ
の
工
食
米
支
梯
い
を
確
貫
な
ら
し
め
た
方
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
陸
世
儀
は
、

ぷ
や
〈
わ
り
あ

開
河
の
法
は
秋
常
熟
の
水
利
書
よ
り
詳
か
な
も
の
は
莫
い
。
:
:
:
工
を
振
て
る
に
は
、

。
坐
巧
起
夫
・
坪
長
督
工
・
国
主
給
米
¢

よ
り
善
い

も
の
は
莫
い
。

此
も
亦
、

軟
常
熱
の
法
で
あ
る
が
、

吾
友
の
陳
確
苓
が
之
を
蔚
村
で
試
み
、

顧
股
重
が
之
を
朱
涯
に
試
み
た
の
で
あ
る
。

(
『
思
緋
鍛
韓
要
』
日〉

と
言
い
、
陳
瑚
も
太
倉
知
州
白
登
明
に
よ
る
朱
浬
(
新
劉
河
H
安
江
)
開
溶
を
采
配
し
た
股
士
躍
の
法
に
つ
い
て
、



今
後
一
州
二
十
九
匿
之
佃
、
而
受
粟
於
其
主
。

と
俸
え
て
お
り
、
業
食
佃
力
の
賓
施
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
規
定
「
溶
河
候
約
」
〈
民
園
『
太
倉
州
士
山
』

6
水
利
下
所
牧
)
第
五
傑

〈振
佃
作
工
〉

(『確
を
文
薬
』
所
収
「
婁
江
志
序
」
)

は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

治
河
難
於
起
夫
。
今
既
無
公
得
雇
募
、
惟
督
民
出
資
以
従
事
、
叉
徒
飽
包
撹
泥
頭
之
腹
、

也
。
剤
調
周
到
制
倒
同
可
制
羽
叫
刊
銅
剣
劇
1
剖
劉
到
刑
「
瑚
矧
刊
刑
制
剖
「
到
矧
割
問
主
。
役
既
易
搬
、
而
叉
有
振
窮
之
徳
、
在
窮
佃
、

藷
役
閉
口
、
而
叉
有
退
租
之
使
。
正
合
宿
文
正
荒
年
輿
役
・
日
給
五
升
之
法
。
其
有
国
主
不
到
者
、
呼
長
経
催
佃
戸
上
工
、
官
給
工
車
、

虚
佑
金
銭
、

浪
掛
時
日
。

此
宿
弊
之
所
嘗
刻

向
田
主
支
算
。

(
傍
線
・
傍
黙
筆
者
〉

一
般
に
は
、
傍
線
似
の
如
く
佃
戸
が
第
働
を
提
供
し
、
こ
れ
に
官
が
「
工
草
」
を
給
付
し
、
佃
戸
は
工
車
を
持
参
し
て
地
主
か
ら
受
け
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
歌
橘
・
周
孔
数
の
法
に
似
る
。
し
か
し
そ
の
佃
戸
が
欠
租
し
て
い
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
法
が
賓
施
さ
れ
る
(
傍
線
則
。

銅
銭
或
い
は
米
に
換
算
す
る
。
佃
戸
は
受
取
る
べ
き
工
食
の
半
ば
を
、
。
・
担
租
ヘ

り
の
牢
ば
は
放
棄
し
、
地
主
へ
の
。
退
租
e

(

欠
租
の
償
還
)
に
充
て
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
は
り
佃
租
か
ら
の
拘
除
に
よ
る
工
食
米
受
領
が

@
 

確
認
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
倒
の
場
合
で
も
、
同
や
陳
瑚
の
例
の
よ
う
に
、
佃
租
か
ら
の
相
除
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
治
八

つ
ま
り
納
む
べ
き
租
米
か
ら
控
除
し
て
彼
の
も
の
と
し
、
残
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な
お
こ
の
よ
う
な
場
合
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
、
告
別
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
〉
。

一
工
〈
一
夫
一
日
の
努
働
)
あ
た
り
の
工
食
基
準
額
は
銀
一
銭
と
し
、

年
の
青
浦
知
鯨
陳
其
元
の
修
築
事
業
に
お
い
て
も
、

預
め
佃
戸
に
よ
る
佃
租
か
ら
の
工
食
費
控
除
が
明
記
さ
れ
て
お
り
〈
光
緒

『
青
浦
勝
志
』
ぬ

雑
記
〉
、
清
代
の
業
食
佃
力
で
は
こ
の
法
が
一
般
化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
の
賞
施
が
確
買
に
語
ら
れ
る
の
は
、
清
初
の
陳
瑚
の
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
取
橘
の
段
階
で
も
行
わ
れ
た
か

も
知
れ
ぬ
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
が
存
在
す
る
。
一
九
六
二
年
に
四
川
省
理
豚
の
明
墓
か
ら
、
『
三
呉
水
利
便
覧
』
(
以
下
『
便
覧
』
と
略
稽
す
る
)

と
い
う
水
利
書
が
護
見
さ
れ
、
一
九
七
四
年
に
四
川
大
皐
の
張
助
燦
氏
に
よ
っ
て
『
文
一
物
』
誌
上
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
加
。
張
氏
に
よ
る
と
、

@
 

著
者
童
時
明
は
寓
暦
三
十
六
年
に
常
熟
鯨
丞
と
な
り
、
四
十
年
に
漸
江
・
淳
安
知
鯨
に
轄
じ
た
。
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
四
十
一
年

139 
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の
肢
が
あ
る
(
七
三
頁
園
2
〉。

張
氏
の
紹
介
は
簡
潔
で
あ
り
、
歌
橘
の
名
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
水
利
害
が
耽
橘
の
水
利
改
革
の
経
験
を
踏
ま

え
な
か
っ
た
筈
は
無
く
、

そ
の
名
が
『
便
覧
』
に
登
場
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
張
氏
の
紹
介
に
依
れ
ば
、

子
毎
年
十
月
秋
牧
之
后
、
農
隙
之
時
、
下
令
輿
工
、
官
震
省
親
O
i
-
-
-
臆
用
工
力
若
干
、
業
戸
(
地
主
)
出
掛
工
食
。

。
@

子
租
米
内
相
除
。

佃
戸
出
力
、

或
卸

(
傍
貼
油
田
島
)

と
あ
り
、
地
主
を
経
由
せ
ざ
る
工
食
米
受
領
も
、
業
食
佃
力
の
一
法
と
し
て
一
ホ
さ
れ
て
お
り
、
既
に
寓
暦
年
間
に
担
租
に
よ
る
工
食
受
領
が
行

わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

(『
三
呉
水
利
便
覧
』
の
閲
覧
の
折
を
得
た
し
と
願
う
こ
と
切
で
あ
る
)
。

五

業
食
佃
力
の
歴
史
的
意
義そ

れ
が
現
質
化
し
た
場
合
の
具
佳
的
授
受
法
を
検
討
し
て
来
た
。
こ
れ
は
明
代
後
期
に
所

興
の
現
貫
を
前
提
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
慣
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
業
食
佃
力
」
と
い
う
名
僻
そ
の
も
の
は
既
に
宋
代
に
出
現
し
て
お

@
 

り
、
宋
代
の
。
郷
原
鐙
例
φ

と
し
て
の
業
食
佃
力
と
の
連
績
を
強
調
し
て
筆
者
を
批
剣
す
る
論
者
も
お
ら
れ
る
。
本
稿
の
残
さ
れ
た
課
題
と
し

明
代
後
期
に
お
け
る
業
食
佃
力
の
形
成
過
程
と
、
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て
、
宋
代
の
「
業
食
佃
力
」
と
の
比
較
を
も
含
め
て
、
明
代
後
期
の
業
食
佃
力
の
歴
史
的
意
義
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

@
 

最
も
早
く
森
田
明
氏
は
明
末
以
降
の
業
食
佃
カ
を
、
共
同
鐙
成
員
聞
の
卒
等
な
負
措
を
示
す
も
の
と
規
定
し
た
。

タ共
同
盟
。

で
あ
る
以
上

そ
こ
に
成
員
聞
の

4l等
¢
を
見
出
そ
う
と
す
る
共
同
鐙
論
ハ
前
近
代
の
)
に
ま
ず
筆
者
は
同
じ
得
な
い
が
、

さ
ら
に
業
食
佃
力
の
出
現
が
、

何
よ
り
も
在
来
の
「
共
同
位
」
・
共
同
陸
的
関
係
の
崩
壊
の
上
に
責
現
し
て
い
る
こ
と
〈
後
に
詳
述
す
る
)
の
故
に
、
こ
の
設
は
成
立
し
得
な
い

@
 

と
考
え
る
。
川
墜
寸
氏
は
、
公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
明
末
の
業
食
佃
力
が
成
立
し
た
と
す
る
筆
者
の
所
跡
を
批
判
し
、

(
秋
橘
の
「
工
食
富
市
」
に
は
・
・
・
油
田
島
注
)

「
邑
中
如
法
付
佃
者
固
有
」
と
あ
り
、
何
も
鯨
や
公
正
の
手
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
地
主
l
佃
戸
聞

に
個
別
的
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
(
買
は
宋
代
以
降
の
慣
行
な
の
で
あ
る
)
を
示
し
、
た
だ
、
そ
の
関
係
が
一
つ
に
は
地
主
の
出
米
拒
否
に

よ
っ
て
破
綻
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
国
家
権
力
の
強
制
が
必
要
と
さ
れ
:
:
:
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
:
:
:
地



主
の
出
米
拒
否
は
か
な
り
一
般
的
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
・
:
:
・
し
て
み
れ
ば
:
:
:
か
な
り
恒
常
的
に
圏
家
権
力
の
強
制
が

必
要
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

3
 

と
述
べ
て
い
る
。
地
主
が
一
般
に
水
利
の
活
動
か
ら
召
還
し
、
出
費
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
の
故
に
公
擢
力
の
介
入
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
の

二
黙
は
す
で
に
筆
者
が
奮
稿
で
明
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
卑
見
と
川
勝
設
と
の
分
岐
は
、
政
橘
の
方
法
が
宋
代
の
業
食
佃
力
慣
行
の

連
績
(
川
勝
〉
か
否
か
と
い
う
一
貼
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
そ
の
黙
は
、
具
象
的
に
は
、
「
工
食
票
」
中
の
一
字
「
(
如
〉
法
」
の
解
穫
の
相
違
に
示
さ

⑮
 

れ
る
が
、
氏
は
こ
れ
を
。
郷
原
種
例
e

と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
文
脈
に
お
い
て
秋
橘
の
制
定
し
た
「
築
岸
法
」
な
ど
の
規
定
を
指

(
傍
粕
漬
島
)

す
も
の
と
し
か
讃
み
得
ず
、

か
つ
「
郷
原
の
鐙
例
」

(
川
勝
氏
が
従
う
通
説
的
意
味
に
お
け
る
〉
が

ぷ
?
と
表
現
さ
れ
得
る
も
の
か
ど
う
か
、
甚

し
い
疑
問
が
残
る
。

本
稿
で
棲
読
し
来
っ
た
如
く
、

秋
橘
に
到
る
ま
で
に
は
業
食
佃
力
露
出
仮
役
)
論
の
出
現
か
ら
形
成
へ
の
長
い
過
程
が

存
在
す
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
質
的
差
異
を
宋
代
の
そ
れ
と
明
末
の
業
食
佃
力
と
の
聞
に
見
る
が
故
に
、
筆
者
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は
川
勝
氏
の
批
判
を
受
け
容
れ
か
ね
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
水
利
史
の
研
究
よ
り
す
る
も
の
の
他
に
、
資
本
主
義
萌
芽
の
検
討
に
お
い
て
、
夙
に
縛
衣
凌
氏
は
秋
橘
の
「
工
食
票
」
を
取
上
げ
、

ω佃
戸
が
園
家
に
よ
る
徳
役
牧
取
の
封
象
と
な
る
と
と
も
に
、

ω地
主
の
自
由
な
佃
戸
役
使
に
代
っ
て
萌
芽
的
で
は
あ
れ
貨
幣
開
係
・
契
約
開

⑮
 

係
が
成
立
し
て
い
る
と
し
、
江
南
農
村
に
お
け
る
地
主
l
佃
戸
開
係
に
生
じ
た
新
し
い
愛
化
を
こ
こ
に
見
出
し
た
。

「
工
食
票
」
に
明
記
さ
れ

た
地
主
側
の
義
務
不
履
行
に
劃
す
る
罰
則
的
規
定
が
示
す
よ
う
に

佃
戸
の
地
位
の
相
封
的
向
上
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
は
確
認

し
、
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
工
食
票
L

に
よ
る
業
食
佃
力
が
地
主
|
佃
戸
聞
に
自
生
的
に
成

強
制
(
制
裁
)
を
伴
い
つ
つ
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
ま
で
に
見
て
来
た
と
お

り
で
あ
り
、
こ
こ
に
業
佃
聞
の
契
約
関
係
の
成
立
を
(
萌
芽
的
に
せ
よ
)
見
る
こ
と
に
筆
者
は
罷
賭
す
る
の
で
あ
る
。
明
清
時
代
に
つ
い
て
、
水

利
に
お
け
る
業
食
佃
力
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
は
、
筆
者
の
奮
稿
を
除
け
ば
以
上
に
壷
き
る
。
管
見
に
依
れ
ば
、
明
末
の
業
食
佃
カ
に
は
、
ハ
円

公
権
力
の
介
入
に
よ
る
成
立
、
∞
成
立
の
前
提
と
し
て
の
佃
戸
に
よ
る
翠
純
商
品
生
産
の
展
開
、
の
二
つ
の
特
質
が
存
在
す
る
。
次
に
こ
の
二

公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
、

立
し
た
の
で
は
無
く
、

141 
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黙
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

付

従
来
の
日
本
に
お
け
る
研
究
で
は
、
郷
居
地
主
の
設
落
に
よ
っ
て
生
じ
た
水
利
の
場
に
お
け
る
か
つ
て
の
共
同
盟
的
関
係
の
解
睡
は
、
直

ち
に
佃
戸
の
自
律
的
な
地
縁
的
結
合
に
よ
っ
て
自
生
的
に
補
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
貫
註
さ
れ
て
い
た
小
農
民
経
営
に
お
け

る
皐
純
商
品
生
産
と
し
て
の
手
工
業
の
展
開
に
よ
る
貨
幣
の
獲
得
と
相
侠
っ
て
、
地
主
へ
の
経
済
的
依
存
か
ら
の
自
立
が
読
か
れ
て
来
た
の
で

@
 

あ
る
。
筆
者
は
す
で
に
奮
稿
A
・
B
に
お
い
て
水
利
に
お
け
る
佃
農
の
共
同
鐙
の
自
生
的
成
立
は
疑
し
く
、
明
末
に
は
水
利
の
場
に
一
定
の
空

白
が
生
じ
て
水
利
機
能
維
持
が
後
退
し
、
公
楼
力
の
介
入
を
媒
介
と
し
て
水
利
を
め
ぐ
る
祉
曾
的
関
係
が
再
編
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
来
た
。

か
か
る
空
白
と
介
入
の
要
を
説
く
明
末
の
史
料
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
筆
亭
豚
の
農
村
に
居
住
し
、
首
円
暦
年
聞
か
ら
崇
棋
に
到
る
ま
で
、
循

役

・
税
糧
・
荒
政
・
水
利
等
々
祉
曾
・
行
政
上
の
あ
ら
ゆ
る
現
貫
的
諸
問
題
に
護
言
を
績
け
、
崇
頑
『
松
江
府
志
』

・
『
果
中
水
利
全
書
』
等
の

編
纂
に
従
事
し
た
在
野
の
韻
書
人
陳
縫
儒
の
、
き
わ
め
て
簡
潔
直
裁
な
指
摘
を
紹
介
し
よ
う
。

富
者
閉
康
、

只
待
債
目
叩
。

賞
者
墓
門
、

今
一
聞
呉
下
水
報
、
彼
鹿
先
日
逼
濯
、
此
販
商
之
所
以
空
返
、
而
米
債
之
所
以
日
踊
也
。

無
従
借
貸
。
国
主
不
肯
出
工
本
、
以
急
救
佃
戸
。
佃
戸
亦
不
肯
出
死
力
、
以
車
救
水
因
。
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用
向
年
英
中
不
熱
、

全
侍
湖
底
風

・
江
西
。

米
踊
則

目
前
有

「
上
徐
簡
吾
撫
蜜
」
。
傍
貼
筆
者
、
以
下
同
じ
)

回
森
雨
連
綿
、
目
前
惟
合
符
大
朋
車
、
向
可
車
庫
。
然
非
奉
鈎
牌
、
則
衆
心
不

一
、
衆
力
不
斉
。
若
得
佃
戸
出
力
・
田
主
出

銭
、
台
蓋
親
標
朱
筆
、
巌
督
低
郷
、
或
不
時
小
舟
射
臨
動
議
、
雄
大
濠
不
至
甚
災
。
(
同
日
「
輿
飾
猪
石
」
)

開
嘉
善
窪
下
、
経
旬
森
雨
、
便
成
水
究
。
防
禦
水
史
、
無
如
修
築
低
郷
好
岸
。
今
農
工
未
興
、
上
乗
天
時
、
下
乗
地
利
。
市
明
公
時
駕
軽

舟
、
往
来
督
率
、
少
借
賞
罰
以
示
動
懲
、
而
人
和
具
備
品
矢
。
坪
岸
震
本
、
積
穀
篤
標
、
邑
無
流
過
、
官
無
遁
賦
。
(
『
晩
香
堂
小
口
問
』
お
「
答

民
窮
盗
起
之
繭
患
。

(
『
陳
眉
公
全
集
』
臼
、

機
民
愁
嘆
。

嘉
善
康
中
隼
」
)

@
 

伊
は
寓
暦
三
十
年
代
後
半
、
南
直
巡
撫
徐
民
式
宛
て
、

ωは
天
啓
年
間
主
円
浦
知
豚
鄭
友
玄
宛
て
、

同
は
天
啓
年
間
嘉
善
知
将
康
元
穏
宛
て
の
書



簡
で
あ
る
。
伺
に
於
い
て
は
、
高
暦
三
十
年
代
牢
の
水
害
↓
湖
康
・
江
西
か
ら
の
米
の
移
入
の
停
滞
↓
佃
戸
の
機
窮
と
い
う
脈
絡
の
上
で
地
主

が
工
本
を
出
し
惜
し
み
す
る
結
果
、
佃
戸
も
。
水
田
を
事
救
e
|
|
大
朋
車
に
よ
る
排
水
と
好
岸
の
修
築
|
|
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
語
ら

れ
る
。
な
お
商
品
生
産
の
展
開
が
こ
の
よ
う
な
水
利
機
能
の
解
睦
と
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の
黙
は
後
で
改
め
て
検
討
す

る
。

ωは
排
水
作
業
に
つ
い
て
、

。鈎
牌
。
(
知
懸
の
指
示
)
が
無
け
れ
ば
。
衆
心
一
な
ら
ず
、
衆
力
湾
は
ず
e
つ
ま
り
共
同
鐙
的
関
係
・
協
働

閥
係
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
、
直
裁
簡
明
に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
す
で
に
第
二
節
で
紹
介
し
た
明
代
中
葉
臭
江
の
貌
氏
の
事
例
と
比
べ
見

れ
ば
、
郷
居
地
主
の
浪
落
後
の
水
利
の
空
白
が
補
填
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
権
力
の
介
入
が
必
至
と
さ
れ
る
情
況
が
浮
か
び
上
る
。
そ
こ
で
採
ら

る
べ
き
は
業
食
佃
力
で
あ
る
が
、
そ
の
貫
現
の
た
め
に
、
知
牒
の
直
接
の
督
勘
が
不
可
歓
と
さ
れ
る
。
同
は
呼
岸
修
築
に
閲
し
て
知
豚
が
直
接

に
催
督
し
、
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
。
人
和
具
備
ヘ

つ
ま
り
は
共
同
偉
的
関
係
・
協
働
関
係
の
成
立
す
る
こ
と
が
語
ら

れ
る
。江

南
デ
ル
タ
の
農
村
の
貫
情
を
リ
ア
ル
に
把
え
績
け
た
在
野
の
謹
書
人
の
現
朕
認
識
は
右
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
佃
戸
の

@
 

過
程
リ
主
鐙
性
の
設
展
。
を
安
易
に
見
出
す
こ
と
は
筆
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
認
識
を
、
嘗
地
の
権
力
機
構
の
頂
思
に
在

。
自
立
化
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っ
た
官
僚
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
寓
暦
初
期
に
巡
按
林
庭
訓
は
、
地
主
が
一
切
の
溶
築
に
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
欽

況
を
前
に
、
各
州
豚
官
、
か
積
極
的
に
業
食
佃
力
を
推
進
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
。
そ
の
後
巡
撫
周
孔
数
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
低
郷
修
築
好
岸
之
法
、
輿
溶
河
不
向
。
嘗
先
別
工
程
之
難
易
、
次
合
一
好
市
費
奉
。
親
河
工
、
較
易
震
力
也
。
夫
岸
壊
必
被
撲
授
、
不

待
智
者
始
知
之
、
而
往
々
任
其
傾
類
、
不
亙
修
築
者
、
只
篤
利
害
全
坪
相
閥
、
人
情
最
難
賢
一
。
偲
如
一
好
千
畝
、
不
下
敷
十
家
、
若
一

家
坪
岸
坦
壊
、
則
全
呼
堅
好
之
岸
、
穂
諦
加
盟
…
盆
。
其
閉
貧
富
相
持
、
彼
此
観
望
。
非
籍
官
府
癒
率
、山
一旦
能
使
之

一
睡
修
完
。

公
移
」
。
傍
黙
筆
者
)

ハ
「
溶
築
河
符

国
土
の
水
涯
を
防
止
す
る
た
め
に
符
岸
修
築
が
不
可
依
な
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
質
行
さ
れ
ぬ
の
は
、

一
つ
に
は
好
内
の

。人
情
が
最

143 

も
斉
一
た
り
難
。
き
が
た
め
、

つ
ま
り
共
同
鐙
的
関
係
の
施
緩
・
崩
壊
の
故
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
貧
民
と
富
者
(
こ
こ
で
は
佃
戸
と
地
主
と
解
し
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て
誤
り
は
あ
る
ま
い
〉
が
互
い
に
費
・
カ
を
出
し
惜
し
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
好
の
内
部
に
お
い
て
も
、

業
佃
(
修
築
)
聞
に
も、

水
利
を
め
ぐ
る
共
向
性
・
社
禽
的
関
係
が
依
け
て
い
る
獣
況
に
封
し
、

。
官
府
の
躍
卒
。

す
な
わ
ち
公
権
力
の
介
入
の
み
が
関
係
の
回
復
の
方

策
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
周
孔
数
は
回
主
の
出
し
惜
し
み
に
抗
し
て
業
食
佃
力
を
推
進
す
ベ
く
、

各
州
豚
官
は
。
逐

婦
ら
回
聞
に
詣

る
。
こ
と
を
求
め
て
い
る
〈
「
修
築
符
岸
公
移
」
〉
。

か
く
し
て
明
末
清
初
期
江
南
の
各
地
に
公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
新
た
な
水
利
規
範
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
直
接
に
公
権
力
の
設
定
に

よ
ら
ず
、
私
人
陳
瑚
が
護
案

・
推
進
し
た
か
に
見
え
る
毘
山
鯨
蔚
村
の
「
築
園
事
宜
」
に
お
い
て
も
、

そ
の
第
七
僚
に
は
佃
戸
に
封
し
て
、

多
軽
き
は
則
ち
酒
を
罰
し
て
衆
を
縞
ふ
。
と
こ
ろ
の
共
同
鐙
的
制
裁
と
な
ら
ん
で
、

@
 

を
興
え
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
郷
居
地
主
の
程
落
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
白
は
、
決
し
て
佃
戸
自
身
の
地
縁
的
結
合
に
よ
っ
て
自
生
的
に
填

多重
き
は
則
ち
官
に
菓
し
て
伽
責
す
d

る
公
権
力
の
刑
罰

め
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
、
強
力
を
も
伴
う
(
佃
戸
の
み
な
ら
ず
時
に
は
郷
紳
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
駄
橘
の
例
に
示
さ
れ
る
)
公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
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て
設
定
さ
れ
た
新
た
な
祉
禽
的
閥
係
が
そ
の
空
白
を
埋
め
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
公
権
力
の
介
入
を
契
機
ゃ
つ
け
た
も
の
は
、
す
で
に
秋
橘
が
指

摘
し
て
い
た
よ
う
旬
、
ま
た
陳
縫
儒
が
徐
民
式
に
削
到
し

て

長

窮
盗
起
の
禍
患
φ

を
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
水
利
の
荒
肢
に
績
く
で
あ
ろ
う
民

饗

・
民
凱
へ
の
恐
怖
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
地
主
支
配
の
危
機
を
結
局
に
お
い
て
回
避
す
べ
く
、
公
権
力
は
郷
紳
地
主
に
若
干
の
譲
歩
を
強
制

し
、
業
食
佃
力
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

明
代
前
中
T

の
水
利
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
解
睦
を
最
も
早
く
示
す
華
亭
の
人
顧
清
の
正
徳
五
年
の
書
簡
は
、
水
害
に
伴
う
佃
戸
の
惨
苦
を
、

す
で
に

。布
賎
く
米
貴
し
e

と
い
う
手
工
業
と
の
関
連
で
語
っ
て
い
た
。
ま
さ
し
く
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
・
同
地
域
に
つ
レ
て
書
か
れ
た

⑮
 

正
徳
・
松
江
府
志
の
記
事
に
よ
っ
て
、

零
細
な
単
純
商
品
生
産
の
展
開
を
西
嶋
定
生
氏
が
指
摘
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
直
接
に
手
工
業
に

(=.) つ
い
て
論
及
は
し
て
い
な
い
が
、

高
暦
三
十
三
年
代
の
陳
縫
儒
の
書
簡
(
「
輿
徐
簡
吾
撫
蓬
」
〉

も
、
食
米
を
購
入
す
る
佃
戸
の
苦
難
を
水
利
と
の

関
連
で
語
っ
て
い
た
。
願
清
・
陳
縫
儒
と
も
に
、
田
主
が
第
働
へ
の
封
債
を
支
梯
わ
ぬ
が
故
に
佃
戸
が
溶
築
を
行
わ
ぬ
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、



暗
に
業
食
佃
力
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
朕
況
で
は
、
卒
常
は
手
工
業
生
産
に
よ
っ
て
貨
幣
を
獲
得
し
、
飯
米
を
購

@
 

入
す
る
佃
戸
が
、
商
人
の
市
場
操
作
に
劃
し
て
劣
位
に
立
ち
、
貨
幣
・
飯
米
の
獲
得
が
不
可
能
と
な

っ
て
い
る
。
か
か
る
飢
餓
的
情
況
を
前
提

@
 

と
す
る
業
食
佃
力
そ
の
も
の
に
、
沼
仲
滝
以
来
の
工
食
米
支
給
と
の
質
的
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
明
末
の
業
食
佃
力
が
恒
常
的
に
右
の
よ
う
な
飢
餓
朕
況
|
|
手
工
業
産
品
の
購
入
拒
否
・
買
い
叩
き
と
、
そ
れ
に
見
合
う
飯
米
の

流
入
停
止
・
買
り
惜
し
み
ー
ー
を
前
提
と
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
商
品
の
流
通
が
正
常
に
機
能
し
、
佃
戸
と
商
人
と
に
よ
る
手
工
業
産
品

・
貨
幣
・
飯
米
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
吠
況
下
の
恒
常
的
な
業
食
佃
力
慣
行
の
設
定
こ
そ
、
明
末
以
降
の
論
議
・
規
範
の
目
指
す
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
既
に
小
山
正
明
氏
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
棉
業
の
研
究
、
田
中
正
俊
・
佐
伯
有
一
両
氏
の
製
紙
・
絹
織
業
の
研
究
を
承
継
し
て
、
佃
戸

の
家
計
の
サ
イ
ク
ル
を
明
ら
か
に
し
、
農
閑
に
お
け
る
手
工
業
生
産
l
l
l
単
純
商
品
生
産
と
し
て
展
開
す
る
ー
ー
に
よ
る
貨
幣
の
獲
得
が
、
佃

@
 

戸
家
族
の
再
生
産
の
不
可
絞
の
一
環
を
成
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
末
の
水
利
の
場
の
業
食
佃
力
が
、
こ
の
よ
う
な
佃
戸
の
存
在
様
式
に

深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
衣
の
陳
縫
儒
の
指
摘
に
明
断
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
傍
黙
筆
者
)
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嗣
夫
東
南
(
吉
岡
郷
:
筆
者
注
)
輿
西
北
、
非
特
地
勢
之
高
下
不
問
、
抑
且
有
災
・
無
災
之
裁
然
迫
別
。
・
:
(
低
郷
で
は
〉
:
・
皆
数
十
百
人
、
共
踏

大
朋
水
車
、
男
罷
耕
、
女
罷
織
。
甚
則
皮
穿
脚
腫
失
。
(
『
陳
眉
公
全
集
』
印
「
億
荒
議
」
〉

ω天
降
時
雨
、
花
稲
勃
然
。
回
帰
農
夫
、
舎
桔
棒
而
就
紗
布
、
摘
瓜
茄
市
易
薪
米
。
叉
増
一
番
活
滋
生
機
、
皆
仁
蓋
子
民
虞
心
所
感
召
也
。

〈
『
同
』
山
内
「
奥
藷
・
韓
爾
使
君
」
)

同
今
水
饗
如
此
。
拳
家
之
中
、
非
出
犀
田
水
、
則
守
築
河
堤
、
赤
足
垢
鐙
、
惟
恐
不
及
。
向
有
儀
暇
及
紡
績
乎
。
紛
績
無
暇
、
山
間
安
従
易
薪

@
 

米
乎
。
(
『
晩
香
堂
小
品
』
お

「
上
王
相
公
救
荒
書
」)

伺
は
低
郷
の
水
災
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
女
子
ま
で
も
動
員
し
て
行
わ
れ
る
排
水
制
労
働
(
大
朋
車
)
が
、
農
耕
な
ら
び
に
紛
糸
・
織
布

に
本
来
は
充
嘗
さ
る
べ
き
鉱
労
働
時
聞
を
奪
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ωは
逆
に
皐
天
時
の
朕
況
で
あ
る
が
、
垣
内
|
潅
統
制
労
働
が
、
。
紗
布
。
|

紡
織
献
労
働
と
、
務
働
時
聞
に
お
い
て
競
合
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
伺
は
大
水
時
の
排
水
(
出
回
出
回
水
〉
・
修
築
ハ
守
築
河
堤
〉
に
家

145 
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族
労
働
力
の
全
て
を
投
下
し
た
佃
戸
が
、

こ
に
は
水
利
の
諸
活
動
の
う
ち
、

。
薪
米
ク
を
入
手
す
る
唯
一
の
手
段
た
る
ぷ
紡
績
e

の
時
聞
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ

手
工
業
労
働
と
時
聞
に
お
い
て
競
合
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い

る
。
蔑
さ
れ
た
重
要
な
活
動
H
開
溶
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
に
江
南
で
は
枝
河
・
幹
河
を
問
わ
ず
、
多
期
(
十
二

月
J
二
月
〉

l
l農
閑
期
で
あ
り
減
水
期
で
あ
る
1

1
1
に
凌
治
は
貫
施
さ
れ
る
。
そ
し
て
小
山
正
明
氏
が
解
き
明
か
し
た
よ
う
に
、
こ
の
秋
牧

@
 

↓
春
耕
聞
の
農
閑
期
こ
そ
佃
農
が
全
力
を
手
工
業
に
投
入
す
る
時
期
に
他
な
ら
ず
、
か
の
高
暦

・
秀
水
豚
志
に
描
か
れ
た
抗
租
も
多
期
の
手
工

業
経
営
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
潅
水
・
排
水
・
修
築
・
凌
治
の
主
要
な
四
つ
の
拙
労
働
の
う
ち
、
明
末
以
降
の
業
食
佃
力
が
そ
の
劉
象

潅
水
・
排
水
・
修
築
附
労
働
が
、

と
す
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、

修
築
と
溶
治
の
南
者
ハ
溶
築
)
で
あ
る
が
ハ
但
し
、
清
末
に
は
排
水
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
た
か
に
見
え
る
記
事
が
あ
る
。

後
掲
『
隻
林
鎖
志
』
参
照
)
、

と
も
に
何
故
に
業
食
佃
力
に
よ
る
工
食
支
給
の
慣
行
が
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
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城
居
・
非
直
営
の
郷
紳
地
主
は
、
一
溶
築
に
充
つ
べ
き
献
労
働
力
を
持
た
ぬ
が
故
に
佃
戸
が
動
員
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
佃
戸
の
単
純
再
生
産
に

今
や
不
可
絞
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
手
工
業
に
従
事
す
る
時
聞
を
奪
い
、
必
要
な
貨
幣
の
獲
得
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
佃
戸
に
と
っ
て
失
わ

れ
た
献
労
働
時
聞
が
補
填
さ
る
べ
き
は
言
う
ま
で
も
無
く
、

ま
さ
し
く
明
末
の
業
食
佃
力
は
、

佃
戸
の
奪
わ
れ
た
時
間
(
貨
幣
)
へ
の
補
償
の
性

格
を
併
せ
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
貼
に
閲
し
て
、
得
衣
凌
氏
の
指
摘
は
き
わ
め
て
有
意
義
で
あ
る
。
翻
っ
て
宋
代
と
較
べ
る
時
、

@
 

単
純
商
品
生
産
の
展
開
と
い
う
刻
印
こ
そ
明
末
の
業
食
佃
力
を
特
徴
守
つ
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
高
暦
年
聞
に
、
か
の
欧
橘
は
、

@

。

宋
臣
活
仲
滝
田
、
荒
数
之
歳
、
召
民
帰
役
、
日
以
五
升
、
因
而
賑
済
。
蓋
老
成
長
慮
之
見
、
如
此
。
常
熟
民
素
晴
修
、
傭
越
之
人
頗
少
。

況
挑
河
非
重
其
直
不
慮
。
故
莫
善
於
照
田
起
夫
・
量
工
給
銀
之
法
。
(
「
開
河
法
」
十
一
僚
。
傍
黙
筆
者〉

@
 

と
述
ベ
、
活
仲
掩
の
法
の
現
今
に
施
す
べ
か
ら
ざ
る
所
以
を
、
現
今
の
民
の
卒
素
の
タ
購
修
。
に
求
め
た
が
、
か
の
「
卒
洋
策
」
で
明
末
江
南

こ
の

に
お
け
る
商
業
・
手
工
業
の
隆
盛
、

な
ら
び
に
よ
り
大
き
な
利
盆
を
求
め
る
民
の
傾
向
を
鋭
く
指
摘
し
た
秋
橘
の
云
う
タ
騎
修
。
と
は
、
決
し

て
奪
修
一
般
を
意
味
せ
ず
、
小
農
民
経
営
内
部
に
商
品
生
産
が
定
着
し
た
情
況
の

一
つ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
明
末
以
降
の
水
利
の
特
徴
を
そ
の
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事
業
に
集
約
し
て
表
現
し
た
官
僚
が
、
氾
仲
掩
の
方
法
|
|
そ
れ
は
飢
餓
獣
況
を
輿
件
に
、
佃
農
の
肉
瞳
的
再
生
産
を
限
界
に
於
い
て
維
持
す

る
ー
ー
ー
と
は
質
的
に
異
な
る
性
格
を
自
己
の
法
に
輿
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

明
末
以
降
に
固
有
な
業
食
佃
力
は
、
佃
農
に
お
け
る
貨
幣
(
飯
米
)
獲
得
の
可
能
性
の
披
大
(
複
数
の
選
揮
枝
の
存

在
〉
に
規
定
さ
れ
て
出
現
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
か
か
る
横
大
は
、
佃
農
の
地
位
の
一
定
の
向
上
を
確
寅
に
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
れ

が
、
地
主
|
佃
戸
聞
に
お
け
る
契
約
関
係
の
成
立
を
一
義
的
に
指
摘
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
明
末
の
業
食
佃
力
は
、
言
わ
ば
楯
の
如
く
に
二
面

性
を
持
つ
。
一
方
で
佃
農
へ
の
工
食
支
給
は
、
彼
か
ら
奪
っ
た
貨
幣
獲
得
の
機
曾
(
努
働
時
開
〉
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
再

生
産
が
不
可
能
で
あ
る
と
云
う
物
質
的
現
貫
に
根
擾
を
持
つ
。
同
時
に
、
溶
築
以
外
の
よ
り
有
利
な
選
揮
枝
を
持
つ
佃
農
の
魅
力
働
を
確
保
す
ベ

く
、
王
朝
権
力
が
行
使
す
る
強
制
と
し
て
の
性
格
も
具
有
し
て
い
る
。
こ
の
二
貼
こ
そ
明
末
の
業
食
佃
力
を
宋
の
そ
れ
と
峻
別
す
る
も
の
で
あ

る。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
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明
末
に
形
成
さ
れ
た
こ
の
慣
行
が
、
清
代
に
如
何
な
る
展
開
を
遂
げ
る
か
が
今
後
の
問
題
と
な
る
。
筆
者
に
は
こ
れ
に
臆
え
る
べ
き
充
分
な

史
料
的
準
備
は
無
い
。
清
末
の
次
の
二
つ
の
記
事
は
、
右
の
二
面
性
|
|
佃
農
へ
の
譲
歩
と
強
制
ー
ー
の
う
ち
、
前
者
の
側
面
が
成
長
を
巻
け

る
こ
と
を
諜
測
さ
せ
る
。

(
傍
黙
筆
者
〉

伺
若
田
属
鎮
人
、
由
佃
納
租
、
毎
得
不
償
失
。
蓋
以
遇
措
保
、
則
厨
水
需
資
。
春
社
寮
紳
、
按
田
索
費
。
遇
歳
補
数
、
則
結
甲
抗
租
、
鳴
羅
糾

衆
、
惇
無
所
畏
。
所
謂
。
回
累
字
頭
。
也
。
(
同
治
『
繁
林
鎖
士
山
』
日
風
俗
)

ω水
利
久
不
講
、
恒
雨
碗
損
因
。
:
:
:
始
時
田
未
設
、
佃
農
争
築
防
、
費
銭
索
田
主
、
什
栢
闘
満
堂
。
衆
欲
梢
不
塗
嬢
。
東
家
脱
戸
閥
、
西

家
傾
倉
箱
。
(
同
治
『
盛
湖
志
』

3
災
愛
、
道
光
二
十
九
年
傑
所
引
「
仲
湘
己
酉
紀
災
」
〉

隔
は
連
坪
結
甲
型
の
抗
租
が
。
村
。
の
共
同
鐙
的
結
合
を
基
盤
に
闘
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
の
一
部
で
あ
る
が
、

大
朋
車
(
犀
水
)
の
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費
用
(
工
食
を
含
む
で
あ
ろ
う
〉
が
地
主
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

の
は
修
築
を
め
ぐ
っ
て
、

工
食
等
の
費
用
が
地
主
に
請
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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ら
の
請
求
の
(
法
的
)
根
擦
は
、

明
末
以
降
の
「
業
食
佃
力
」
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

@
 

し
く
清
末
に
は
業
食
佃
力
制
が
抗
租
の
一
つ
の
積
粁
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
明
末
と
異
な
り
、
清
末
に
到
る
と
一
尽
水

・
築
防
、

り
在
地
の
水
利
の
諸
活
動
を
佃
農
が
掌
握
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
太
卒
天
国
期
の
江
南
デ
ル
タ
の
佃
農
の
成
長
が
明
ら
か
に
一
ホ
さ
れ
て

@
 

い
る
と
言
え
よ
う
。

冊
目
と
も
に
抗
租
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
お
り
、

ま
さ

つ
ま

ー..... 
J、
お

わ

り

明
末
の
「
業
食
佃
力
」
は
名
僻
の
淵
源
を
宋
代
に
持
ち
つ
つ
も
、

そ
の
内
貫
は
、
佃
戸
経
営
の
手
工
業
部
分
に
お
け
る
単
純
商
品
生
産
の
展

聞
に
根
底
を
置
く
が
故
に
、
宋
代
の
そ
れ
と
は
質
的
に
異
な
る
こ
と
を
考
誼
し
て
来
た
。
士
大
夫
層
に
共
通
す
る
典
故
癖
は
、

す
る
事
象
に
復
古
的
な
名
僻
を
冠
し
た
り
、

し
ば
し
ば
嘗
面

目
前
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
事
象
の
記
述
を
故
事
に
籍
り
て
行
わ
せ
た
り
す
る
。
水
利
の
場
合
は
、

し
ば
し
ば
活
仲
海
及
び
那
宣
が
借
用
さ
れ
る
が
、
我
々
は
そ
の
文
辞
の
背
景
に
あ
る
現
寅
に
可
能
な
限
り
接
近
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宋
か
ら
明

へ
の
質
的
瑳
展
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
に
、
明
末
に
お
け
る
「
設
展
」
を
典
型
的
に
示
す
寓
暦
・
秀
水
牒
志
の
抗
租
の
記
事
に
つ
い
て

。oaq 

も
、
同
様
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、

日
者
、
若
上
好
民
、
取
衆
議
相
約
、
母
得
轍
租

E
室。

と
い
う
、

烏
程

・
蹄
安
鯨
(
若
上
。
清
末
の
連
呼
結
甲
地
州
市
で
あ
る
〉
に
お
け
る
目
的
意
識
的
抗
租
の
存
在
を
示
す
文
言
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
記
事

憲
の
筆
に
成
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
右
の
文
言
が
、

を
始
め
蔦
暦

・
秀
水
腕
志
の
多
く
の
記
事
が
、
明
末

・
秀
水
鯨
の
郷
紳
黄
洪
憲
の
『
碧
山
祭
土
集
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

@
 

既
に
周
藤
土
口
之
氏
が
紹
介
し
た
、

北
宋

乾
遭
年
問
。コ
湖 v

j、|、l よL
32 は

る@ま

の
抗
租
記
事
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は

土
俗
小
民
惇
強
、
甚
者
数
十
人
魚
朋
、
私
魚
約
、
無
得
総
主
戸
租
。
前
魚
政
者
、

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

或
縦
畏
之
。

(
醇
季
宣
は
)
取
其
首
悪
、

鯨
鼠
遠

方
。
民
始
知
有
奴
主
之
分
。

(
呂
租
謙
『
呂
東
衆
文
集
』

7

「
醇
常
州
墓
誌
銘
」
。
傍
線
筆
者
〉



は
明
ら
か
で
あ
る
。

同
じ
く
「
抗
租
」
と
い
う
名
僻
を
持
つ
現
象
は
既
に
宋
代
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
明
末
の
そ
れ
の
記
述
に
際
し
て
宋
代
の
記
述
を
借
り
た
こ
と

し
か
し
、
そ
の
背
景
・
構
造
の
質
的
差
異
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
乾
道
年
聞
に
お
い
て
は
、
主
僕
の
分
が
強
調
さ
れ
、
首

既
に
多
く
の
先
皐
に
よ
っ
て
分
析
・
評
債
さ
れ
て
い

一方、

謀
者
は
鯨
(
入
墨
〉
・
鼠
(
流
刑
)
に
慮
せ
ら
れ
て
い
る
。

@
 

る
よ
う
に
、
佃
戸
に
お
け
る
商
品
生
産
の
展
開
と
構
造
的
に
一
睡
化
し
た
も
の
と
し
て
抗
租
が
闘
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

か
つ
ま
た
公
権
力

に
つ
い
て
は
、

高
暦
年
聞
の
そ
れ
は

官
司
催
科
甚
念
、
市
告
租
者
或
置
不
問
。
子
是
稿
貸
完
官
、
而
回
主
病
。

@
 

と
述
べ
、
抗
租
の
弾
匿
に
公
樺
カ
が
積
極
的
で
な
い
こ
と
を
批
剣
し
て
お
り
、
組
じ
て
地
主
の
嘆
き
が
こ
の
記
事
に
は
貫
か
れ
で
い
る
と
言
え

る
。
同
じ
名
僻
を
有
し
、
類
似
の
描
寓
が
あ
る
宋

・
明
の
抗
租
は
、
そ
の
ヴ
ェ
ク
ト

ル
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
水
利
・
抗
租
と
も
に
宋
代
と
区
別
さ
れ
て
明
末
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
佃
農
に
よ
る
翠
純
商
品
生
産
の
展
開
に
あ
る
こ
と
が
推

論
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
筆
者
の
史
料
探
索
に
は
限
界
が
あ
り
、
と
り
わ
け
宋
代
に
お
い
て
然
り
で
あ
る
。
宋
元
史
家
、
な
ら
び
に
明
清
史
家
の

切
買
な
御
批
剣
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
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註①

小
山
正
明
「
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有
|
|
と
く
に
江
南
デ
ル
タ
地
待

を
中
心
に
し
て
|
|
」
『
史
撃
雑
誌
』
六
六
l
ご
一
・
六
七
l
て
一
九

五
七
・
八
年
。
拙
稿
「
明
代
江
南
の
水
利
の
一
考
察
」
『
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
』
四
七
、
一
九
六
九
年
。
同
「
明
末
清
初
江
南
デ
ル
タ
の
水
利
慣

行
の
再
編
に
つ
い
て
|
|
湖
州
府
を
中
心
に
|
|
」

『枇
舎
経
済
史
畢
』

四
O
l
-
-
一
、
一
九
七
四
年
。
向
「
明
代
前
半
の
江
南
デ
ル
タ
の
水
利
慣

行
|
|
田
頭
制
再
考
|
|
」
『
史
潮
』
新
一
一
一
、
一
九
六
八
年
。
同
2

吋

Z

O
『問自一

N
2
2
。
向
者
三
2
。。ロ可。
-
5円

F
O
E
S同
Z
ロ
ロ
己
富
田
口

-149一

|
|
一
九
七
九
年
五
月
初
稿
。
八

O
年
三
月
補
訂
|
|

神
宮
玄

5
m
F
Z
。ιJ
h
R
a
b
M
3
h
R
A
H
-
ω
∞・

5
g・
(
以
上
の
拙
稿

を
、
以
下
奮
稿
A
・
B
・
C
-
D
と
呼
ぶ
)
。
森
田
明

『
清
代
水
利
史
研

究
』
(
第
十
章
)
亜
紀
書
房
、
一
九
七
四
年
。
川
勝
守
「
明
末
、
揚
子
江

デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
愛
質
」
『
史
淵
』
一
一
一
、
一
九
七

四
年
。
同
「
明
末
清
初
、
江
南
の
好
長
に
つ
い
て
|
|
蘇
州
府
に
お
け
る

水
利
関
係
を
中
心
に
し
て
|
|
」
『
東
洋
皐
報
』
五
五
|
四
、
一
九
七
三

年
〈
以
上
を
川
勝
論
文
A
-
B
と
呼
ぶ
)
。

②
費
素
通
氏
の
調
査

2
1
Z臼
Eo--E
町二
4
2
2
E
r
r
Fロ
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。EE
-
-
-
F
S
L
o
p
H
E申・

3
・
5
吋
l
l

∞-
H
a
1
3
ゃ
、
次
の
陶
貞
一

(
清
ー
中
期
、
常
熱
人
〉
に
よ
れ
ば
、
坪
内
に
潜
水
を
め
ぐ
る
論
争
の
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
史
料
が
無
い
。

今
農
家
治
田
、
同
段
移
郎
(
垣
?
)
、
猶
往
々
以
争
水
起
環
。
(
『
陶

退
奄
集
』
上
「
分
脈
係
議
」
)

③
『
奥
中
水
利
金
書
』
路
公
移
所
枚
、
呂
光
淘
〈
南
直
巡
按
〉
「
水
利
工

計
款
示
」
第
六
款

〈
召
募
夫
役
之
方
〉
(
嘉
靖
二
十
四
年
)

④

醤

稿

C
九
三
頁
。
な
お
里
甲
制
の
一
定
の
弛
緩
に
針
臆
し
て
こ
の
江
南

デ
ル
タ
で
最
古
の
値
系
的
成
文
規
定
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、

制
定
直
前
、
掘
削
江
按
察
念
事
(
江
南
の
水
利
の
最
高
の
事
官
)
伍
性
と
、

極

・
塘
長
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
反
映
で
あ
ろ
う
(
貌

校
『
荘
渠
遺
書
』
7
世
譜
、
「
六
世
先
君
議
姿
」
の
線
。
史
鑑
『
西
邸
集
』

5
「
輿
陳
黄
門
玉
汝
書
」
)
。

③

以
上
に
つ
い
て
は
、
沓
稿
A
・
C
で
詳
説
し
た
。

⑤
拙
稿
「
明
末
淵
江
の
嘉
湖
南
府
に
お
け
る
均
回
均
役
法
」
『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
五
二
、
一
九
七

O
年
。
同
「
均
回
均
役
の
貧
施
を
め
く
っ

て
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一
一

l
三
、
一
九
七
四
年
。
同
「
明
末
南
直
の
蘇

松
常
三
府
に
お
け
る
均
回
均
役
法
」
『
東
洋
製
報
』
五
七

i
三

・
四
、
一

九
七
七
年
。
同
「
明
末
清
初
の
均
田
均
役
と
郷
紳
|
|
デ
ナ
ラ
イ
ン
氏
の

研
究
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
史
朗
』
八
、
一
九
七
八
年
。
「
同
(
そ
の
二
)

ー

ー
朱
図
禎

・
答
曾
父
母
蓄
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

『
史
朋
』
二
、
一
九

八

O
年。

⑦
諸
国
稿
A
一
一
一
一
頁
。
醤
稿
C
九
三
頁
。

⑤
周
藤
吉
之
「
宋
代
掘
削
西
地
方
の
園
田
の
設
展
」

文
庫
、
一
九
六
九
年
(
原
一
九
六
五
年
)
所
枚
。

『
宋
代
史
研
究
』
東
洋

⑨

池
波
勝
利
「
宋
代
の
蘇
州
水
利
回
地
域
に
於
け
る
水
利
勢
役
に
就
い

て
l
副
題
略
|
」
『
社
曾
経
済
史
察
』
四
一
一
一
ー
ー
四
、
一
九
七
八
年
。

⑮
北
海
道
大
準
高
橋
芳
郎
氏
は
、
郷
原
鐙
例
即
ち
郷
村
の
慣
行
と
す
る
従

来
の
逼
設
に
射
し
て
、
。
以
前
の
指
一
デ
と
解
す
る
批
剣
的
論
孜
を
準
備

さ
れ
て
い
る
。
〔
補
注
〕

⑪
こ
れ
に
つ
い
て
は
刊
行
準
備
中
の
拙
著

『明
代
江
南
農
村
社
曾
の
研

究
』
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

⑫

一
九
七
九
年
七
月
、

京
都
大
田
容
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
で
関
か
れ

た
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
「
江
南
開
設
史
」
で
は
、
文
献
史
料
に
依
る
中
園
研
究

者
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
依
る
自
然
科
帽
筆
者
と
の
討
論
が
設
定
さ
れ

た
。
成
果
は
何
れ
公
刊
さ
れ
る
稼
定
で
あ
る
が
、
田
頭
制
に
つ
い
て
、
十

九
世
紀
タ
イ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
デ
ル
タ
の
開
設
の
展
開
例
を
も
と
に
、
同

セ
ン
タ
ー
の
海
田
能
宏
氏
(
滋
幅
削
排
水
醐
ぎ
か
ら
以
下
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

一
般
に
デ
ル
タ
の
開
設
は
山
峡
部
・
墓
地
の
産
物
を
運
ぶ
た
め
の
運
河
の

開
掘
に
始
ま
り
、
徐
々
に
こ
れ
と
交
叉
す
る
運
河

・
ク
リ
ー
ク
の
網
が
形

成
さ
れ
る
。
集
落

・
耕
地
は
こ
れ
ら
水
路
の
縁
透
に
造
成
さ
れ
、
周
囲
を

水
路
に
固
ま
れ
た
一
定
匡
減
内
に
耕
地
が
環
状
に
存
在
し
、
内
心
は
低
緑

地
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
園
田
開
設
が
進
行
中
の
宋
代
掘
削
西
地
方
で
も

類
似
の
景
観
が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
田
頭
制
が
指
向
さ
れ

る
の
は
、
充
分
に
首
肯
し
得
る
。

⑬
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
限
塘
の
管
理
機
構
と
水
利
規
約
」
『
唐
宋
祉
曾
経

済
史
研
究
』
東
大
出
版
舎
、
一
九
六
五
年
。
仁
井
田
陸
「
中
園
の
同
族
又

は
村
落
の
土
地
所
有
問
題
」
『
中
園
法
制
史
研
究
奴
隷
農
奴
法
・
家
族

村
落
法
』
東
大
出
版
禽
、
一
九
六
二
年
。

⑬
た
と
え
ば
川
勝
守
氏
は
田
頭
制
の
背
景
に
郷
居
地
主
の
水
利
用
金
支
配

-150一
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を
見
る
卑
見
を
批
判
し
、
高
聞
東
の
湖
の
例
に
即
し
て
、
里
甲
制
下
の
共
同

利
用
↓
豪
右
の
侵
害
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
封
置
し
て
い
る
(
川
勝
論
文
B

六
九
J
七
一
頁
)
。
湖
は
一
般
に
共
同
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑮
楓
淫
鎖
に
捕
魚
を
事
業
と
す
る
漁
戸
の
在
っ
た
こ
と
は
、
光
緒
『
嘉
善

豚
中
心
』
お
外
紀
に
乾
隆
年
関
の
朱
某
の
例
が
見
え
る
。

⑮
「
明
代
の
大
土
地
所
有
と
奴
僕
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
二
、

一
九
七
四
年
、
七
九
頁
。
な
お
奥
崎
裕
司
『
郷
紳
地
主
の
研
究
』
汲
古
書

院
、
一
九
七
八
年
、
三
一
一
二
頁
註
⑬
参
照
。

⑫
お
そ
ら
く
、
分
汗
〈
私
有
国
土
を
潰
し
て
の
ク
リ
ー
ク
開
墾
)
と
関
係

す
る
。
拙
稿
A
五
一
頁
及
び
拙
稿
「
江
南
の
汗
に
閥
す
る
若
干
の
考
察
」

『中
園
豪
落
史
の
研
究
|
|
周
迭
諸
地
域
と
の
比
較
を
含
め
て
1
1』

(
唐
代
史
研
究
曾
報
告
第
E
集
〉
、
刀
水
書
房
、
一
九
八

O
年
参
照
。

⑬
明
末
江
南
の
私
人
に
よ
る
放
生
河
設
定
の
例
と
し
て
、
江
陰
・
夏
氏

(
夏
樹
芳
『
消
喝
集
』
状
、
「
先
母
趨
曹
洞
人
行
状
」
〉
、
嘉
輿
・
挑
氏
富
市

頑
『
嘉
輿
豚
士
山
』

M
義
文
所
段
、
曹
谷
「
放
生
河
碑
記
」
)
な
ど
が
あ
る
。

銚
氏
の
場
合
、
ク
リ
ー
ク
が
「
世
業
」
と
さ
れ
て
お
り
、
公
権
力
が
放
生

河
を
保
護
し
て
い
る
。
な
お
、
清
末
の
「
禁
塘
」
〈
漁
獲
・
筒
泥
の
禁
止
〉

に
つ
い
て
、
金
誠
「
後
雨
塊
碑
石
、
看
潟
片
戟
争
前
タ
和
太
卒
天
国
革
命

失
敗
後
、
江
蘇
昆
山
地
匿
的
階
級
歴
迫
和
剥
削
」
『
文
物
』
純
一
一
一
一
鋭
、

一
九
七
三
・
二
一
参
照
。

⑬
「
明
代
の
糧
長
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
|
四
、
一
九
六
九

年
、
四
五
頁
。
な
お
民
園
期
ま
で
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
の
大
綱
車
慣
行

を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
根
嬢
に
、
呼
を
共
同
種
的
結
合
と
等
置
す
る
(
前
掲

①
小
山
論
文
、
六
一

J
一
一
一
頁
〉
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
異
論
あ
る
を
聞

か
な
い
。
筆
者
は
、
好
に
お
い
て
臨
時
の
協
働
関
係
が
存
在
し
、
か
っ
そ

れ
が
西
嶋
定
生
氏
の
概
念
規
定
に
よ
る
共
同
住
的
機
能
(
仁
井
田
⑬
前
掲

著
六
九
五
頁
参
照
〉
を
有
す
る
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
、
。
共
同
位
。
乃

至
。
地
縁
的
結
合
ク
は
む
し
ろ
村
・
演
な
ど
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
前
掲
⑫
拙
稿
参
照
。

@

蓄

積

A
九
頁
、
及
び
沓
稿
C
参
照
。

@

蓄

積

A
一八
J
二
一
頁
、
同
D
七
六
J
八
頁
。

②

奮

稿

A
一
四
頁
、
三
四
J
五
頁
。

@

蓄

積

C
参
照
。

⑧

奮

稿

A
一
一
一
一
頁
、
同
C
一
O
O頁。

③

奮

稿

C
一
O
O頁。

⑧
税
則
が
甚
し
く
不
均
等
な
場
合
、
或
は
面
積
単
位
が
回
早
一
で
な
い
場

に
、
か
か
る
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
⑤
「
明
末
清
初
の
均

回
均
役
と
郷
紳
」
一

O
頁
参
照
。

⑫

蓄

積

A
三
二
J
四
頁
。

③
婁
江
(
瀦
河
)
は
傷
林
河
の
南
を
、
七
浦
塘
は
同
じ
く
北
を
、
ほ
ぼ
卒

行
し
て
走
り
長
江
に
入
る
幹
河
で
あ
る
。

③

奮

稿

A
三
二
頁
に
原
文
を
示
す
。

③
光
緒
『
壬
笑
志
稿
』
名
宣
に
見
え
る
。

③

奮

稿

A
(一
一
一
一
一
頁
〉
で
、
主
国
帽
を
嘉
靖
三
十
六
年
に
繋
け
た
の
は
誤
り

で
あ
っ
た
。
な
お
『
衡
輝
府
士
山
』
に
就
い
て
の
照
合
に
山
名
弘
史
氏
の
手

を
煩
わ
し
た
。

②
導
河
夫
銀
に
つ
い
て
は
沓
稿
A
一一

J
二
頁
、
沓
稿
C
九
二
J
三
頁
参

照。

③
覆
奏
の
文
言
に
は
、
嘉
靖
十
一
年
大
理
寺
左
寺
丞
周
鳳
鳴
の
上
奏
〈
奮

稿
A
一
一
一
一
頁
)
と
の
敵
似
が
見
ら
れ
る
。
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⑧
貫
録
に
無
い
が
、
林
際
訓
の
事
業
完
了
直
後
の
寓
暦
九
年
、
そ
の
記
録

の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
コ
ニ
呉
水
考
』

1
詔
令
に
枚
め
ら
れ
て
お
り
、

『
奥
中
水
利
金
書
』
ロ
救
議
、
山
宗
顧
『
松
江
府
士
山
』

M
水
利
に
も
見
え
る

(
沓
稿
A
一
五
頁
)
。

③

奮

稿

A
一
四
J
五
頁
。

⑧
「
秀
州
・
蒲
漉
等
塘
工
完
疏
」
「
臭
塘
・
顧
浦
工
完
疏
」
。

⑨

蓄
積
A
五
四
J
五
頁
、
同
B
一一一一一
J
四
頁
、
同
D
九

O
頁。

⑧
『
常
熱
豚
水
利
金
書
』
附

「銭
侍
御
図
書
」
。

⑧
前
掲
⑤
拙
稿
「
明
末
南
直
の
蘇
松
常
三
府
に
お
け
る
均
回
均
役
法
」
一

O
四
頁
。

⑬

『

奥

中
水
利
全
書
』

ω水
治
、
高
暦
十
年
傑
。

⑥

奮

稿

A
一三ハ
J
四
一
頁
。

@
張
割
問
『
賓
日
堂
初
集
』
国
「
楓
海
秋
公
墓
誌
銘
」
。

⑬

『
常
熟
豚
水
利
金
書
』

1
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
徐
光
啓
『
農
政
全

書』

日
に
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
俸
衣
凌
『
明
代
江
南
市
民
経
済
試
探
』

(
上
治
人
民
出
版
社
、

一
九
五
七
年
、
二
六
頁
)
や
沓
稿
A
三
八
頁

(水

利
全
書
』
の
影
印
)
、
川
勝
論
文
A
七
八
頁
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

⑬

奮

稿

A
五
四
J
七
頁
。
同
B
一一一一一
J
二
八
頁
。

⑮
但
し
貴
族
の
庄
田
も
存
在
し
、
負
携
を
欠
租
の
佃
戸
(
但
し
。
大
戸。

で
あ
る
と
云
う
〉
に
鶴
嫁
し
よ
う
と
し
た
管
理
人
〈
「
舎
人
」
〉
が
叱
責
さ

れ
て
い
る
(
『
常
熟
豚
水
利
全
書
』
附
上
「
張
文
献
呈
」
と
そ
の
批
文
〉
。

⑬

郷
紳
本
人
を
盤
刑
に
慮
し
得
ぬ
が
故
に
僕
が
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
法
令
上
の
線
接
が
剣
明
し
な
い
が
、
同
様
の
例
が
郁
彪
佳
の
輿
化
府

推
官
在
任
中
(
天
啓
三
J
崇
顧
元
年
〉
の
剣
決
に
見
出
さ
れ
る
(
『
榔
彪

佳
集
』

3
剣
語

「
出
血
蜘
勢
佑
事
」
)
。

⑫

江

南

の
商
工
業
の
務
遂
を
停
え
る
秋
橘
「
卒
洋
策
」
は
醸
盗
針
策
論
で

あ
り
、
初
め
『
常
熱
豚
水
利
金
書』

5
に
牧
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

@
前
掲
@
「
墓
誌
銘
」
の
他
、
張
繍
『
賓
日
堂
初
集
』

6

「
論
輿
復
郡
中

書
院
書
」
「
輿
秋
藍
陽
書
」
、
同
7

「輿
駄
藍
陽
書
」
、
同
9

「
贈
別
取
藍

陽
内
召
序
」
、
同

ω
「
庭
山
書
院
記
」
、
同
日
「
虞
山
書
院
舎
語
志
序
」
、

願
態
成
『
淫
皐
蔵
稿
』
叩

「虞
山
書
院
記
」
、
夏
樹
芳
『
消
喝
集
』
書
1

「
答
願
淫
陽
」
な
ど
参
照
。

⑫

前
掲
⑬
夏
樹
芳
「
答
願
涯
陽
」
。

@
『
明
儒
皐
案
』
印
東
林
風
平
案
、
欧
橘
の
項
参
照
。

@
前
掲
⑬
張
剤
「
贈
別
政
藍
陽
内
召
序
」
及
び
申
時
行
『
賜
開
堂
集
』

日

「
海
虞
秋
公
考
績
馳
恩
太
濡
人
八
十
寄
序
」
。

@
康
隈
『
松
江
府
志
』
は
こ
れ
を
知
豚
務
紹
昌
に
繋
け
る
。
詳
行
と
あ
る

か
ら
、
蕗
紹
昌
の
上
申
を
孔
教
が
批
准
し
た
も
の
か
。

@
土
方
に
つ
い
て
は
奮
稿
A
四
O
頁
、
同
B
四
一
頁
註
⑧
参
照
。

@
官
甲
は
陵
慶
末
年
に
山
東
布
政
使
参
政
衝
で
南
直
の
水
利

・
糧
儲
を
督

理
し
た
街
化
が
設
立
し
た
。
前
掲
む
拙
著
で
詳
説
す
る
。

②

奮

稿

A
四
三
J
九
頁
。

@
秋
橘
「
大
輿
水
利
申
」
の
批
允
者
に
、
首
然
な
が
ら
尉
孔
数
の
名
が
あ

る
(
『
常
熟
豚
水
利
全
書
』

1
1

@
明
末
で
業
食
佃
カ
を
示
す
も
の
に
は
、
他
に
高
麿
『
秀
水
鯨
志
』

1
塘

堰
・
高
暦
二
十
一
年
係
、
南
直
巡
撫
張
図
維

「問
視
請
開
溶
奥
江
豚
長
橋
侠

疏
崇
蹟
九
年
」
(
『
英
中
水
利
全
書
』

H
章
疏
〉
、
湖
州
郷
紳
奥
時
亮
「
修

符
議
崇
頑
十
四
年
」
(
奮
稿
B
=
ご
頁
〉
な
ど
が
あ
る
。
清
に
入
る
と
枚

摩
に
暇
無
い
ほ
ど
一
般
化
す
る
。

@
一
方
で
は

。故
田
認
方
。
と
言
い
、
こ
こ
で
多
原
填
丈
尺
e

と
一広
う。
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工
事
量
の
計
測
・
表
示
の
長
さ
〈
丈
尺
〉
か
ら
容
積
〈
土
方
)
へ
の
愛
化

が
、
こ
の
期
の
技
術
上
の
特
徴
で
あ
る
ハ
前
掲
註
@
〉
が
、
こ
こ
に
は
混

飢
が
見
ら
れ
る
。
な
お
秋
橘
に
も
規
定
ハ
土
方
〉
と
工
食
票
(
丈
尺
〉
の

混
飢
が
あ
る
が
、
取
橘
の
計
算
法
を
徐
光
啓
が
批
判
し
て
お
り
(
『
由
民
政

金
書
』
日
所
枚
、
「
大
輿
水
利
申
」
開
河
法
第
三
僚
註
〉
、
後
世
に
も
算
土

法
は
徐
光
啓
の
も
の
が
最
良
と
評
領
さ
れ
て
い
る
(
陸
世
儀
『
思
排
録
輯

要
』
お
〉
か
ら
、
結
局
欧
橘
に
お
い
て
土
方
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は

こ、‘。

d
H
M
L
b
 

@
前
掲
⑤
拙
稿
「
明
末
南
直
の
蘇
松
常
三
府
に
お
け
る
均
回
均
役
法
」
八

八
i
九
0
・一

O
一一
J
五
頁
。
同
「
明
末
清
初
の
均
田
均
役
と
郷
紳
(
そ

の
二
〉
」
参
照
。

@
『
朱
文
粛
公
集
』
所
牧
「
答
曾
父
母
書
L

、
『
湧
憧
小
品
』

M
所
枚
「
駁

官
戸
貼
銀
一
款
」
。
な
お
こ
の
全
課
を
前
掲
・
拙
稿
「
明
末
清
初
の
均
田

均
役
と
郷
紳
(
そ
の
二
)
」
に
載
せ
た
。

@

沓

稿

A
四一

J
二
頁
。

@
陸
世
儀
や
陳
瑚
の
記
述
は
、
陳
瑚
と
顧
土
穏
を
匡
別
し
な
い
。

@
「
四
川
理
懸
出
土
的
一
部
明
代
水
利
著
作
|
|
童
時
明

《
一一一
呉
水
利
使

覧
〉
〉
」
『
文
物
』
一
九
七
四

l
四。

@
な
お
張
助
燦
氏
が
童
時
明
を
淳
安
豚
の
人
と
す
る
(
七
二
頁
)
の
は
、

本
籍
回
避
が
厳
密
に
寅
施
さ
れ
た
明
代
に
お
い
て
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
張
氏
の
提
示
す
る
『
便
覧
』
第
一
葉
(
七
二
頁
圏
l
〉
に
は

婦
問
西
育
総
童
時
明
集
(
傍
黙
演
島
〉

と
あ
り
、
政
(
七
三
頁
園
2
)
に
は
時
明
自
ら

余
不
倭
生
長
掘
削
西
、
素
稔
水
之
利
害
。
(
傍
熱
演
島
)

と
語
っ
て
い
る
。
青
織
と
は
松
江
府
青
浦
豚
の
雅
名
で
あ
る
。

@
前
掲
張
助
燦
論
文
七
六
頁
所
引
「
築
岸
程
法
L

。

@
前
掲
⑧
胤
藤
論
文
参
照
。
ま
た
森
正
夫
「
日
本
の
明
清
時
代
史
研
究
に

お
け
る
郷
紳
論
に
つ
い
て
白
」
『
歴
史
評
論
』
三
一
四
、
一
九
七
五
年
、

は
宋
代
の
業
食
佃
カ
と
明
代
の
そ
れ
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ

る
と
の
問
題
提
起
を
筆
者
に
劃
し
て
行
っ
て
い
る
。

@
川
勝
論
文
A
七
九
頁
。

@
「
清
代
江
南
に
お
け
る
好
田
水
利
の
一
考
察
」
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
一
一
一

一
一
一
|
五
、
一
九
六
七
年
。
但
し
、
『
清
代
水
利
史
研
究
』
へ
の
牧
録
に
際

し
て
こ
の
部
分
は
全
面
的
に
改
稿
さ
れ
、
代
っ
て
佃
戸
の
自
立
性
が
大
き

く
強
調
さ
れ
筆
者
を
批
判
す
る
。
問
題
は
そ
の
自
立
性
が
如
何
な
る
内
在

的
論
理
に
お
い
て
明
末
の
業
食
佃
力
と
連
関
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ

り
、
清
末
の
欣
況
か
ら
一
般
的
に
説
く
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

@

奮

稿

A
一二七
J
九
頁
。

@
前
注
@
参
照
。

⑪
川
勝
論
文
A
七
九
頁
。

@
氏
は
こ
の
個
所
は
原
文
の
み
を
一
示
し
解
緯
を
附
し
て
い
な
い
。
法
H

郷

原
健
例
と
の
川
勝
氏
の
解
稗
は
、
氏
の
直
接
の
御
教
示
に
よ
る
。

③
得
衣
凌
前
掲
著
二
七
頁
。

@
前
掲
①
小
山
論
文
。
佃
戸
の
結
合
鐙
が
水
利
用
金
を
明
末
に
掌
握
す
る

に
到
っ
た
と
す
る
小
山
氏
の
所
設
は
よ
く
援
用
さ
れ
る
(
水
利
史
研
究
に

お
い
て
は
前
掲
@
参
照
)
が
、
小
山
氏
が
史
料
的
に
確
認
さ
れ
た
の
は
、

清
末
J
民
園
期
の
好
に
お
け
る
排
水
を
め
ぐ
る
協
働
関
係
の
存
在
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
、
明
末
に
お
け
る
水
刺
用
盆
の
掌
握
主
鐙
の
愛
化
と
い
う

結
論
に
到
る
論
理
の
連
鎖
に
は
、
未
だ
補
わ
れ
ざ
る
史
料
・
論
理
上
の
飲

環
が
多
々
存
在
す
る
か
に
見
え
る
。
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③
徐
民
式
に
つ
い
て
は
、
前
掲
⑤
「
明
末
南
直
の
蘇
松
常
三
府
に
お
け
る

均
田
均
役
法
」
参
照
。
な
お
徐
民
式
の
名
で
出
さ
れ
た
。
均
役
全
書
。

の

序
文
は
、
陳
緩
儒
が
代
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑮
森
田
前
掲
著
三
五
九
頁
。
な
お
氏
は
筆
者
の
所
設
を
容
れ
、
田
頭
制
か

ら
照
田
波
役
制
へ
と
い
う
後
化
の
園
式
を
承
認
す
る
一
方
、
佃
戸
の
自
立

化
論
を
以
て
筆
者
を
批
判
列
さ
れ
る
。
佃
戸
の
相
射
的
地
位
の
向
上
と
、
そ

の
政
治
的
表
現
と
し
て
の
農
民
闘
争
の
昂
揚
、
こ
れ
に
根
底
的
に
規
定
さ

れ
た
水
利
改
革
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
、
森
田
氏
の
御
設
示
を
待
つ
ま
で
も

無
く
、
既
に
筆
者
自
ら
沓
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
肝
要
な
の
は
、

こ
れ
を
明
末
に
お
い
て
具
盤
的
に
賃
設
し
、
検
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
明

末
の
自
立
化
論
が
清
末
の
史
料
・
研
究
か
ら
短
絡
し
て
導
か
れ
る
限
り
説

得
力
は
不
足
す
る
。

⑪

沓

稿

A
四
二
頁
。

⑮

蓄

積

A
五
四
J
七
頁
。

@
『
中
園
経
済
史
研
究
』
東
大
出
版
舎
、
一
九
六
五
年
、
第
三
部
第
三
章

第
四
節
、
八
四
七
頁
。

@
陳
龍
正
『
幾
亭
全
書
』
お
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
」
(
崇
積
三
一
年
)
に

も
同
様
の
状
況
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

@
明
末
の
事
例
と
し
て
、
森
正
夫
「
明
末
の
江
南
に
お
け
る
救
荒
論
と
地

主
佃
戸
関
係
」
『
高
知
大
祭
畢
術
研
究
報
告
』
一
七
|
人
文
科
息
子
一
四
、

一
九
六
八
年
、
一
八
四
J
六
頁
参
照
。

@
前
掲
①
小
山
論
文
口
五
九
J
六
O
頁。

@
加
問
稿
A
四
八
頁
に
寓
暦
・
背
浦
豚
志
所
引
を
引
い
た
が
、
字
義
・
文
意

の
解
穆
は
と
も
か
く
、
棉
作
H
高
郷
の
文
脈
の
中
に
こ
れ
を
混
入
し
、
位

置
づ
け
が
正
確
に
策
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
川
勝
論
文
B
(
二
八
頁
)

も
こ
れ
を
引
く
が
、
「
徐
暇
あ
れ
ば
全
て
紡
績
に
勢
を
出
し
、
と
て
も
水

利
の
た
め
の
労
働
に
は
手
が
及
ば
な
い
〈
惟
恐
不
及
〉
」
と
全
く
逆
に
解

穫
し
、
塘
長
の
逮
医
へ
の
就
役
(
漬
島
奮
稿
A
四
五
J
八
頁
〉
と
結
び
つ

け
た
の
は
、
文
意
把
握

・
位
置
づ
け
、
と
も
に
謀
り
で
あ
る
。

@
世
田
時
の
江
南
で
、
一
般
に
「
結
樟
」
は
は
ね
つ
る
べ
で
は
な
く
、
簡
骨

草
を
指
し
て
い
た
。
次
の
孫
受
「
桔
樺
行
」
(
成
堕
『
南
薄
銀
志
』
幻
農

桑

・
車
水
所
引
〉
も
龍
骨
車
の
描
篤
に
他
な
ら
な
い
。

工
人
製
器
何
奇
紹
、
輪
穂
水
中
使
水
逆
、
軟
浪
千
層
欲
上
梯
、
白
光

一
道
如
翻
雪
、
:

⑧
そ
の
形
態
に
お
い
て
、
む
し
ろ
タ
匿
租
多
(
王
錫
爵
『
王
文
粛
公
股
草
』

7

「
喬
緊
所
御
史
」
)
と
で
も
稽
す
べ
き
抗
租
で
あ
り
、
か
の
崇
禎
・
臭

豚
志
に
見
え
る
崇
禎
十
二
年
の
抗
租
暴
動
の
よ
う
に
、
多
佃
曲
変
。
(
侍
衣
凌

氏
)
と
も
呼
ぶ
べ
き
抗
租
と
区
別
さ
れ
る
。

⑧
田
中
正
俊
民
は
明
末
江
南
の
農
村
手
工
業
に
つ
い
て
、
宋
代
の
そ
れ
と

の
比
較
分
析
を
行
い
、
明
末
の
小
農
民
経
営
の
手
工
業
部
分
に
お
け
る
商

品
生
産
の
展
開
が
確
認
さ
れ
る
の
に
射
し
て
、
宋
代
で
は
農
村
に
お
け
る

商
品
流
通
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

4

小
農
民
経
営
内
部
の
由
民
・
工
生
産
行

程
が
自
家
原
料
に
よ
る
ほ
か
、
商
品
交
換
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
旨

の
積
極
的
な
護
言
が
な
い
。
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
中
園
近
代
経
済

史
研
究
序
説
』
東
京
大
皐
出
版
禽
、
一
九
七
三
年
、
第
二
篇
第
一
章
参

刀
田
川
。

@
徐
光
啓
(
『
農
政
金
書
』
)
は
こ
こ
に
以
下
の
註
を
加
え
る
。

此
宋
時
斗
斜
也
。
幸
勿
慮
多
。

し
か
し
、
明
末
の
賑
飢
で
も
、
機
械
的
に
沼
仲
掩
に
倣
っ
て

一
夫
一
日
五

升
と
定
め
た
例
も
少
な
く
な
い
。
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@
前
掲
註
@
参
照
。

@
前
掲
池
波
論
文
は
、
窮
迫
し
た
佃
戸
が
家
計
を
補
填
す
べ
く
、
自
ら
進

ん
で
修
築
労
働
に
腹
じ
た
と
し
て
、
隷
属
性
を
否
定
し
、
自
渡
性
を
強
調

す
る
。
し
か
し
飢
餓
吠
況
を
輿
件
と
す
る
。
自
震
性
e

は
隷
属
と
ほ
と
ん

ど
同
義
語
た
り
得
る
。
池
渡
氏
の
「
奥
門
田
家
十
詠
」
(
四
一

J
二
頁
)

の
解
穫
は
、
川
判
。
地
主
の
指
示
に
よ
っ
て
・
:
:
強
制
的
に
従
事
せ
し
め

ら
れ
て
い
た
。
こ
と
を
明
確
に
示
す
明
文
の
記
事
を
否
定
し
、
佃
戸
は
州
向

。
死
活
問
題
の
故
に
9

0

自
渡
的
時
鋭
意
の
下
で
、
工
事
に
参
加
し
た
。
こ

と
を
推
定
す
る
。
隷
属
性
が
貫
徹
さ
れ
た
極
致
に
自
渡
性
が
存
在
し
得
る

の
で
あ
り
、
右
の
川
刊
(
史
料
で
確
認
さ
れ
る
〉
と
刷
〈
史
料
で
は
確
認
さ

れ
な
い
〉
と
は
十
二
分
に
爾
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
嘗
震
を
述
べ
た
提
議

・
法
令
の
類
に
現
寅
を
見
、
逆
に
現
寅
を
如
寅
に
述
べ
る
史
料
の
現
貫
性

否
定
に
カ
を
傾
注
さ
れ
る
の
は
理
解
し
難
い
。

@
小
島
淑
男
「
抗
租
闘
争
|
|
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
に
し
て
|
|
」

『
講
座
中
園
近
現
代
史
』
2
、
東
大
出
版
舎
、
一
九
七
八
年
、
二
三
頁
。

@
拘
租
の
定
着
は
、
事
賃
上
の
佃
租
引
下
げ
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
な
お

村
松
祐
次
氏
が
示
し
た
佃
租
の
名
目
と
賓
額
の
恒
常
的
な
差
も
、
こ
の
如

租
と
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
『
近
代
江
南
の
租
横
l
中
園
地
主
制

度
の
研
究
|
』
東
大
出
版
舎
、
一
九
七

O
年
、
二
ハ
九
頁
)
。

②
「
宋
代
の
佃
戸
制
」
『
中
園
土
地
制
度
史
研
究
』
東
大
出
版
舎
、
一
九

五
四
年
(
原
一
九
四
八
年
〉
、
一
五
四
頁
。

@
但
し
、
呂
租
謙
の
い
う
湖
州
と
、
明
末
以
降
の

4
6
上
。
(
若
渓
の
上
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流
の
義
で
は
無
く
、
坪
田
地
槽
も
含
め
た
錫
安
・
烏
程
燃
の
雅
穏
で
あ

る
〉
と
厳
密
に
は
同
一
一
地
域
で
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
前
者
は
若
渓
と
そ

の
支
流
沿
い
の
地
域
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
斯
波
義
信
「
新
江

湖
州
に
お
け
る
定
住
の
沿
革
」
『
中
園
哲
拳
史
の
展
望
と
摸
索
』
創
文
社
、

一
九
七
六
年
、
参
照。

@
藤
井
宏
「
新
安
商
人
の
研
究
国
」
『
東
洋
皐
報
』
一
一
一
六
l
三
一
、
一
九
五

三
年
、
一

O
四
l
五
頁
。
前
掲
①
小
山
論
文
五
七
頁
。
田
中
正
俊
「
民

袋
、
抗
租
奴
制
捜
」
『
世
界
の
歴
史
』

口

〈
ゆ
ら
ぐ
中
葉
山
市
圏
〉
、
筑
摩
書

房
、
一
九
六
一
年
、
七
六
J
七
頁
。

⑧
宋
代
の
抗
租
が
公
権
力
の
取
締
り
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

(
註
@
周
藤
前
掲
書
、
及
び
草
野
靖
「
宋
代
の
頑
佃
抗
租
と
佃
戸
の
法
身

分
」
『
史
象
雑
誌
』
七
八
|
一
一
、
一
九
六
九
年
な
ど
)
の
に
濁
し
て
、

明
末
清
初
の
抗
租
と
公
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
研
究
を
敏
い
て
い

る
。
こ
の
テ

1
7
に
闘
し
て
、
特
に
江
南
に
つ
い
て
筆
者
は
別
稿
を
準
備

中
で
あ
る
。

-155ー

〔
後
記
〕
本
稿
の
論
旨
は
筆
者
自
ら
そ
の
責
を
負
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
西
嶋
定
生
・
田
中
正
俊
・
鶴
見
向
弘
・
小
島
淑
男
・
森
正
夫
・
高

橋
芳
郎
各
氏
か
ら
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
奥
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
、

謝
意
を
表
す
る
。

〔
補
注
〕
「
宋
代
新
西
デ
ル
タ
地
幣
に
お
け
る
水
利
慣
行
」

文
恩
宇
都
紀
要
』
第
却
巻
1
競
掲
載
珠
定

『
北
海
道
大
拳



A study of Yehshih Tienli業食佃力

　　　

Hamashima Atsutoshi

　　

In the first half of the Ming period there was ａ practice concerning

the water control in the Chiangnan Delta, which l have conceptualized as

the “ｆｉｅｎt’ｏｕ-ch仇田頭制”elsewhere.　The practice was based on　the

existence of managerial landlords who were resident in rural areas, i. e.

“hｓｉａｎｅｃｈｕtｉｃｈｕ郷居地主”. In this article the author, first, indicates some

new source materials, pointing out that creeks were sometimes owned by

those landlords legally, that there had existed the practice ｏｉ　t'ｉｅｎt’ｏｕ-chih

in the Sung period, and that those landlords had taken responsibility for

collective pumping for drainage （砲がｅｎｓｃｈ'ｅ大朝車）｡

　　

From the middle of the ｓiχteenth century and on, those managerial

landlords began to go bankrupt because of the development of the monetary

economy and the evolution of simple commodity production in this region.

The ｆｉｅｎｆｏｕ-ｃｈｉｈ　ｈでokedown rapidly, and, therefore, new practices had to

be set up by the local authorities such as county magistrates, prefects and

Grand Coordinators. The most typical reform was carried out by Keng

Chul;J<橘, the Magistrate of C'hangshu常熟County at the beginning of the

seventeenth century. His new regulations for watercontrol consisted mainly

of three practices, namely,“ｃｈａｏt’ieルｐ’aii照田派役”, restriction of

“ｙｕｎｉｉｅｎ優免”and “ｙehｓｈ仇tienli業食佃力”. Thｅ　ｙehｓhih tｉｅｎｌｉmeant

that the tenants should provide actual labor on behalf of gentry landlords

who were mostly residing in the cities, and that the landlords should

compensate the tenants for their services. Magistrate Keng prescribed

that the landlords should supply tenants with rice or silver directly, but

later it became ａ general tendency that tenants deducted the compensation

from the rent due to their landlords｡

　　

The term “ツ硫ｓhih　tienli” aYｓｏ existed in the Sung period, and some

scholars claim that the practice in the late Ming is ａ continuation of the

one in the Sung period. But the author has a di任erent view. This term

does not appear in source materials written before the early ｓiχteenth

century in the Ming period. And this new practice, together with the
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other two practices, was meant　to　counteract the resistance of gentry

landlords. The reformers such as Keng Chu made strenuous efforts to

put the new　regulations into practice. There are two features which

distinguish theｙehｓhih　tienliof the Ming period from that of the Sung

period, i. e.:

　　　

i）Ｔｈｅ practice was introduced by localｏ伍cialsfor the relaxation.

of class antagonism and for the security of water control works, so it had

the character of corvee labor which was levied by the Government｡

　　　

ii) It was against the evolution of simple commodity production

infiltratingdown to the handicraft produced by tenants that the new

practice had to be introduced. The water control works such as the

dredging of creeks, the repairing of dikes and the collectivepumping for

drainage encroached upon the tenants' precious time spent for handicraft

work, which was indispensable for the maintenance of their families.

This loss had to be made up ｆｏｒ｡

　　　

These features, especially the second one, were the major differences

between the practicein the late Ming and that in the Sung period.
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